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 この提言は、日本学術会議科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会、第６次男女共

同参画基本計画小分科会が中心となり、第一部総合ジェンダー分科会、第二部生命科学ジ

ェンダー・ダイバーシティ分科会及び第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会

と共同で審議を行ったものであり、日本学術会議として公表するものである。 

 

日本学術会議科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会 

委員長 高橋 裕子 （第一部会員） 津田塾大学学長・教授 

副委員長 森 初果 （第三部会員） 東京大学物性研究所教授 

幹事 島岡 まな （第一部会員） 大阪大学法学研究科教授 

幹事 熊谷 晋一郎 （第二部会員） 
東京大学先端科学技術研究センター当事者

研究分野教授 

 岩井 紀子 （第一部会員） 
日本版総合的社会調査共同研究拠点大阪商業

大学 JGSS研究センターセンター長 

 嶋田 洋徳 （第一部会員） 早稲田大学人間科学学術院教授 

 竹山 春子 （第二部会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 樋田 京子 （第二部会員） 
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分

野血管生物分子病理学教室教授 

 加藤 一実 （第三部会員） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所フェ

ロー 

 玉田 薫 （第三部会員） 九州大学主幹教授・副学長 

 伊藤 公雄 （連携会員） 京都大学名誉教授／大阪大学名誉教授 

 上田 修功 （連携会員） 

理化学研究所革新知能統合研究センター副

センター長／NTTコミュニケーション科学基

礎研究所客員フェロー 

 木村 草太 （連携会員） 東京都立大学政治学研究科法学部教授 

 中野 裕美 （連携会員） 豊橋技術科学大学シニア研究員・名誉教授 

 名越 澄子 
（連携会員） 

 

 

 

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝

臓内科客員教授 

 原田 慶恵 （連携会員） 

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究

拠点特任教授 
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日本学術会議科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会 

第６次男女共同参画基本計画小分科会 

委員長 島岡 まな （第一部会員） 大阪大学法学研究科教授 

副委員長 玉田 薫 （第三部会員） 九州大学主幹教授・副学長 

幹事 皆川 満寿美 （連携会員） 中央学院大学現代教養学部准教授 

 
岩井 紀子 （第一部会員） 

日本版総合的社会調査共同研究拠点大阪商業

大学 JGSS研究センターセンター長 

 嶋田 洋徳 （第一部会員） 早稲田大学人間科学学術院教授 

 高橋 裕子 （第一部会員） 津田塾大学学長・教授 

 竹山 春子 （第二部会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 
樋田 京子 （第二部会員） 

北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分

野血管生物分子病理学教室教授 

 佐古 和恵 （第三部会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 森 初果 （第三部会員） 東京大学物性研究所教授 

 伊藤 公雄 （連携会員） 京都大学名誉教授／大阪大学名誉教授 

 
中野 裕美 （連携会員） 豊橋技術科学大学シニア研究員・名誉教授 

 
名越 澄子 （連携会員） 

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝

臓内科客員教授 

 
原田 慶恵 （連携会員） 

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究

拠点特任教授 

  
三成 美保 （連携会員） 

追手門学院大学教授／奈良女子大学名誉教

授 

 

日本学術会議第一部総合ジェンダー分科会 

委員長 三尾 裕子 （第一部会員） 
慶應義塾大学名誉教授／東京外国語大学名誉

教授 

副委員長 島岡 まな （第一部会員） 大阪大学法学研究科教授 

幹事 芳賀 満 （第一部会員） 東北大学高度教養教育・学生支援機構教授 
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幹事 臼井 恵美子 （第一部会員） 一橋大学経済研究所教授 

 
岩井 紀子 （第一部会員） 

日本版総合的社会調査共同研究拠点大阪商業大

学 JGSS研究センターセンター長 

 嶋田 洋徳 （第一部会員） 早稲田大学人間科学学術院教授 

 髙橋 裕子 （第一部会員） 津田塾大学学長・教授 

 白波瀬 佐和子 （第一部会員） 東京大学大学院特任教授 

 原田 範行 （第一部会員） 慶應義塾大学文学部教授 

 野口 晴子 （第一部会員） 早稲田大学政治経済学術院教授 

 小島 優子 （連携会員） 国立看護大学校看護学部教授 

 
窪田 幸子 （連携会員） 

学校法人芦屋学園芦屋大学学長／神戸大学名

誉教授 

 二神 枝保 （連携会員） 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 

 
三成 美保 （連携会員） 

追手門学院大学法学部教授／奈良女子大学名

誉教授 

 三浦 まり （連携会員） 上智大学法学部教授 

 後藤 弘子 （連携会員（特任）） 千葉大学理事/副学長 

 

日本学術会議第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会  

委員長 樋田 京子 （第二部会員） 
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野

血管生物分子病理学教室教授 

副委員長 竹山 春子 （第二部会員） 早稲田大学理工学術院教授 

幹事 熊谷 日登美 （連携会員） 日本大学生物資源科学部食品開発学科教授 

幹事 東原 和成 （連携会員） 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 
熊谷 晋一郎 （第二部会員） 

東京大学先端科学技術研究センター当事者研究

分野教授 

 竹中 麻子 （第二部会員） 明治大学農学部農芸化学科教授 

 石塚 真由美 （連携会員） 北海道大学大学院獣医学研究院教授 

 久保庭 雅惠 （連携会員） 大阪大学大学院歯学研究科教授 
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名越 澄子 （連携会員） 

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓

内科客員教授 

 
原田 慶恵 （連携会員） 

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠

点特任教授 

 坂内 博子 （連携会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 室田 佳恵子 （連携会員） 島根大学学術研究院農生命科学系教授 

 來田 享子 （連携会員） 中京大学スポーツ科学部教授 

 

日本学術会議第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会  

委員長 玉田 薫 （第三部会員） 九州大学主幹教授・副学長 

副委員長 堀 利栄 （第三部会員） 愛媛大学大学院理工学研究科教授 

幹事 中村 卓司 （第三部会員） 
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

国立極地研究所教授 

幹事 中野 裕美 （連携会員） 豊橋技術科学大学シニア研究員・名誉教授 

 伊藤 由佳理 （第三部会員） 
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇

宙研究機構教授・副機構長 

 大場 みち子 （第三部会員） 京都橘大学工学部情報工学科教授 

 佐々木  葉 （第三部会員） 早稲田大学理工学術院教授 

 西原 寛 （第三部会員） 東京理科大学特任副学長・総合研究院長 

 大島 まり （連携会員） 東京大学大学院情報学環教授 

 川口 慎介 （連携会員） 
国立研究開発法人海洋研究開発機構地球環

境部門主任研究員 

 斎藤 毅 （連携会員） 東京大学大学院数理科学研究科教授 

 須山 章子 （連携会員） 
東芝エネルギーシステムズ株式会社エネルギーシ

ステム技術開発センター技術主査 

 関根 千津 （連携会員） 合同会社 RiseWave啓代表 

 千住 智信 （連携会員） 琉球大学工学部教授 
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野尻 美保子 （連携会員） 

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器

研究機構素粒子原子核研究所教授 

 
渡辺 美代子 （連携会員） 

日本大学常務理事／特定非営利活動法人ウッ

ドデッキ代表理事 

 

本提言の作成にあたり、以下の職員が事務を担当した。 

事務局 郷家 康徳 参事官（審議第一担当）  

 加瀬 博一 参事官（審議第一担当）付参事官補佐  

 増田 能伸 参事官（審議第一担当）付審議専門職  

 中島 さやか 参事官（審議第一担当）付審議専門職  

 實川 雅貴 参事官（審議第一担当）付審議専門職  
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要     旨 

 

１ 提言の目的と背景 

2025年は、日本の女性差別撤廃条約批准（1985年）から 40年、北京女性会議（1995年）

から 30年の節目の年である。日本でも男女共同参画社会基本法（1999年）が成立し、内閣

府に男女共同参画局が設置されてから約四半世紀が経過した。この間の様々な男女共同参画

政策にも拘わらず、世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数による国際ランキングで

は、日本は 148か国中 118位（2025年）、主要先進国とみなされる G7で最下位、OECD加盟

国 38 か国でも 37 位と、2006 年の調査開始以来 20 年近く不名誉な低順位に留まっている。

この原因（背景）を探索し、特に学術的観点から対策を考察することで、日本の社会と学術

界におけるジェンダー平等・公正を実現することを目的として、本提言を作成した。 

日本学術会議は、2020 年に提言「社会と学術における男女共同参画の実現を目指して

―2030 年に向けた課題―」を発出しているが、この５年間の社会の変化も視野に入れ、第６

次男女共同参画基本計画が策定される予定の 2025 年以降は、さらに効果的にジェンダー平

等を加速させる必要がある。男女共同参画社会基本法が 21 世紀日本社会の「最重要課題」

とした男女共同参画を、より広くジェンダー平等・公正という言葉に置き換え、人権・家族・

労働・教育・医療・福祉等を貫く横断的な重要政策の一つと位置付けて真剣に取り組まなけ

れば、日本の未来社会は立ちゆかない。 

本提言が、SDGs 最終年にも当たる 2030 年を見据えた日本のあらゆる法・政策において、

十分考慮されることを期待する。 

 

２ 提言の内容 

提言１ 「ジェンダー主流化」を具体的な政策プロセスとして実行するべきである。 

第６次男女共同参画基本計画において、政府の政策と事業の策定、実施、モニタリング、

評価を含むすべてのプロセスで「ジェンダー主流化」を実行するべきである。男女共同参画

社会基本法は、第４条、第 15条、第 18条に「ジェンダー主流化」のための規定を置き、2000

年の計画にも書き込まれ、専門調査会も設置されて、具体的な調査手法（「男女共同参画影

響調査」）を開発した。しかしながらその後この調査は行われず、「ジェンダー主流化」は

実現していない。   

第６次男女共同参画基本計画には、この「男女共同参画影響調査」の実施を再び書き込み、

影響調査専門調査会を設置し、全府省庁及び地方自治体がこの調査を実施可能となるような

体制を組むことにより、「ジェンダー主流化」を具体的な政策プロセスとして実行するべき

である。 

提言２ 男女共同参画基本計画の実効性を確保するべきである。 

５次にわたる男女共同参画基本計画の実効性を確保するための制度化された仕組みが機

能していないので、復活させ、稼働させるべきである。具体的には、①男女共同参画会議に

よる「施策の実施状況の監視」を担う専門調査会を復活させ、「実施方針」の策定と監視を
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行わせ、調査会としての年次報告を公表させる。②男女共同参画推進本部及び男女共同参画

担当官会議、各府省においては副大臣を本部長とする「男女共同参画推進会議」の活動を復

活させ、計画の実施に責任を持たせる。③毎年度計画の全般について進捗状況の把握、評価

を行う。数値目標を掲げている施策であれば、当該数値目標設定の目的とそれを実現するた

めの手段である施策（事業）の関係を明瞭にするよう努力する。進捗に問題があれば、理由

を明らかにすべく分析を行い、男女共同参画会議から、実施を所管する府省に対して意見を

述べられるようにする。そのための人員、予算の確保が行われるべきである。 

提言３ ジェンダーに基づく差別・暴力の防止を、予防、加害者処罰、被害者救済の各段 

階においてさらに強化するべきである。 

従来の基本計画において「女性に対する暴力は重大な人権侵害である」という認識の下、

様々な施策・法改正が行われ、一定の成果はあった。しかし、近年有名芸能事務所の元経営

者や芸能人の性加害ニュースが国際的にも批判され、自衛隊や検察組織等の公的機関や民間

企業・大学（研究機関）等におけるセクシュアル・ハラスメント、就活セクハラ等も社会問

題化している。国会や地方議会におけるセクハラ対策も進んでいない。女性に対する暴力の

背景には女性差別・ジェンダーに基づく差別があることを正面から認め、暴力の予防、被害

者救済、加害者処罰のために、ジェンダーに基づく差別を包括的に禁止する包括的差別禁止

法の制定も検討するべきである。 

提言４ すべての分野の人材育成において、ジェンダー平等・公正を実現するべきである。 

社会と学術界のジェンダー平等・公正の実現のためには、将来に向けた人材育成の場面で

の平等施策が重要である。理工学・生命科学・人文・社会科学分野における日本のジェンダ

ー不平等の現状を改めて直視し、平等への阻害要因を探求し、施策を強力に推進する必要が

ある。 

 具体的には、女子の大学及び大学院進学率の向上、理工学・生命科学分野の女子学生・女

性教員比率の向上、人文・社会科学分野も含めた全分野の上位職・意思決定機関における女

性比率の向上が必要であり、ジェンダーバイアスへの対応、ポジティブ・アクションの更な

る実施、ワークライフ・バランスの取れたハラスメントのない研究環境の整備、契約期間が

決まっており、その間に研究成果を出さないと次のポジションに進めない「任期付き競争的

環境」において困難を抱える女性への支援等が急務である。 

提言５ 日本の学術を一層振興させるために、あらゆる学術分野にジェンダー視点を浸透

させるとともに、学術の振興を通して社会のジェンダー平等・公正を実現するべきである。 

 学術研究に多様なジェンダー視点を確保し、急速に発展するデジタル社会を公平で豊かな

ものとすることが重要である。また、性差医療やジェンダード・イノベーションを発展させ

ることは、学術の振興のために不可欠である。他方で、公平・公正な学術振興により、社会

のジェンダー平等・公正が進展することもまた期待できる。 

 国際的にも承認されたこの考え方を実現させるため、各種の大型研究プロジェクトや科学

研究費補助金等の審査基準に、ジェンダー的指標を取り入れるべきである。
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１．提言の目的と背景   

(1) 提言の目的と背景 

 第６次男女共同参画基本計画（以下、引用以外は「男女共同参画基本計画」を「基本

計画」という。）が閣議決定される予定の 2025年は、日本の女性差別撤廃条約（用語①）

批准（1985年）から 40年、北京女性会議（1995 年、用語②）から 30年の節目の年であ

り、日本でも、男女共同参画社会基本法（以下「基本法」という。用語③）が成立し、

内閣府に男女共同参画局が設置されてから約四半世紀となる年である。10年を計画期間

とし、５年ごとに改定を繰り返してきた基本計画もついに６回目の策定となるが、近年

の男女平等、ジェンダー平等達成度の指標となっている世界経済フォーラムのジェンダ

ーギャップ指数（以下「GGI」という。用語④）による国際ランキングでは、日本は 148

か国中 118位であり（2025年）、主要先進国とみなされる G7で最下位、OECD加盟国 38

か国でも 37位、東アジア及び太平洋 18か国においても 17位となっている[1]。 

 2006年に始まったこの試みにおいて、日本のスコアは、2025年は 0.666（小数点第４

位で四捨五入、以下同じ。）であるが（１位のアイスランドは 0.926）、これまでの最低

値は 0.645（2006年）、最高値 0.670（2015 年）、平均値 0.655、中央値 0.658であり、

ばらつきはそれほどなく、一貫して低いスコアを示し、上昇傾向はみられない。 

 基本法は、「男女共同参画社会」について、「男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会」（第２条）とし、また、前文では、「男女が、互いにその人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる」社会だと述べ、この男女共同参画社会の実現について、「二十一世

紀の我が国社会を決定する最重要課題」だとした[2]。それにも拘わらず、上記のスコア

の動きを見るならば、この基本法の認識が、日本社会に実効性をもつ形で受け入れられ

たとはいえないであろう。2006 年以降 20 年近く続いている GGI における低順位の原因

について探索し、特に学術的観点から対策を考察することで、日本の社会と学術界にお

けるジェンダー平等・公正（用語⑤）を実現するべきである。 

 ただし、日本社会に変化がないわけではない。例えば近年大きな変化を示すものとし

てよく見かけるグラフに、「専業主婦世帯と共働き世帯」の変化を示すものがある（図

表①）。1980年に約 1100万世帯だった専業主婦世帯は、43年後の 2023年には 517万世

帯と半減し、約 600万世帯だった共働き世帯は 1278万世帯と倍増している。 

 しかし、令和２年版男女共同参画白書は、この倍増した共稼ぎ世帯について妻の就業

時間別に集計を行い、妻がフルタイム（週 35時間以上）就業している世帯はほぼ横ばい

であり、増加分は妻がパートタイム（週 35時間未満）就業の世帯であることを示してい

る（図表②）。 

  また同白書では、社会生活基本調査より「夫婦の家事・育児・介護時間と仕事等時間

の推移」（1986年〜2016年）をグラフ化しているが（図表③）、共働き世帯の妻の合

計時間（ペイドワークとアンペイドワークの合計時間、１日あたり週全体平均）は、
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1986年では 602分、うち、家事・育児・介護時間は 253分で約 42%であり、夫の場合は

同年 523分、うち、家事・育児・介護時間は 15分で約 3%だった。20年後の 2016年で

は、妻の合計時間は 554分、うち、家事・育児・介護時間は 258分で 46.7%、夫の合計

時間は 529分、うち、家事・育児・介護時間は 39分で 7.4%となる。両者は接近してい

るものの、妻の合計時間は 48分しか減少しておらず、夫のそれは６分増加しているだ

けである。 

このような圧倒的なアンバランスは、国際比較でより顕著になる。令和２年版男女共

同参画白書では、OECDデータより国際比較のグラフが掲載され（図表④）、また、

2022年 12月１日の内閣府経済財政諮問会議に内閣府特命担当大臣（女性活躍・男女共

同参画）が臨時議員として提出した資料においても、より新しいデータによって提示さ

れている[3]。 

  労働時間の長さは、睡眠時間にも影響する。令和６年版男女共同参画白書は、「仕事

と健康の両立」について特集しているが、睡眠時間の国際比較を取り上げ、日本では女

性のほうが男性よりも睡眠時間が短いことを指摘し、「働く女性が増加し、共働き世帯

数が専業主婦世帯数の３倍となっている中で、家事・育児等が女性に偏ったままの現在、

女性は睡眠時間を減らすことで対応している可能性がある。一方、男性は、依然として

長時間労働も多い状態の中で、睡眠時間の確保及び家事・育児等との両立に苦慮してい

ることがうかがえる」と述べている[4]（図表⑤）。 

上記のような変化あるいは変化のなさは、男女共同参画白書でふれられているのだか

ら、男女共同参画局は、当然これらについて熟知している。こうした現状を変えるため

の政策が「男女共同参画政策」であり、そのために「基本計画」が策定されてきたはず

である。それなのになぜ、長きにわたり変わらない現状があるのか。 

  「基本計画」に書き込まれた政策の実効性に問題がある点には、立案者にも自覚があ

った。例えば第３次基本計画では、実効性確保のため、「第３次男女共同参画基本計画

策定に向けて（中間整理）」[5]や「第３次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本

的な考え方（答申）」[6]において、「基本法施行後 10年間の反省」を書き、「男女共

同参画が必ずしも十分には進まなかった理由」を列挙した。そして第３次基本計画では、

「基本法施行後 10年間の反省を踏まえて、実効性あるアクション・プランとする。この

ため、できる限り具体的な数値目標やスケジュールを明確に設定した上で、その達成状

況について定期的にフォローアップを行う」とした[7] 。 

  次の第４次基本計画では、第一分野として「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活

躍」と掲げ[8]、日本社会で女性が活躍できない要因として、「高度経済成長期を通じて

形成されてきた固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や様々な社会制度・慣行

がある」とし、働く場面では、「勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤

務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行」である「男性

中心型労働慣行」を挙げて、その見直しによって、「女性の活躍を推進していくことを

目指す」とした[8]。さらに 2015年からは、「今年度の予算要求の中に反映するような

もの」[9]としての「女性活躍加速のための重点方針」（現行は「女性活躍・男女共同参
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画の重点方針」）が策定され、その後も続いている。にもかかわらず大きな進展はみら

れないのである。 

 日本学術会議が 2020 年に公表した「社会と学術における男女共同参画の実現を目指

して―2030 年に向けた課題―」（以下、「2020年提言」という。）[10]は、「男女共同

参画／ジェンダー平等」政策の対象期間を 2020〜2030年に設定し、危急かつ重点的に取

り組むべき課題を示したい」とし、５つの提言を掲げた。本提言では、2020〜2030 年の

中間年であり、第６次基本計画の策定作業が進む 2025年に、基本法が 21世紀日本社会

の「最重要課題」とした「男女共同参画」を、より広く「ジェンダー平等・公正」とい

う言葉に置き換え、計画の実効性をさらに高めるべく、また、重要な個別課題について、

５つの提言を行い、その実現を求めるものである。本提言が、SDGs（用語⑥） 最終年に

も当たる 2030年を見据えた日本のあらゆる法・政策において、十分考慮されることを期

待する。 

 

(2) 本提言の位置付け――日本学術会議第 26 期における審議・調査をふまえて 

  本提言は、日本学術会議第 24期の科学者委員会男女共同参画分科会提言による「2020

年提言」を継承しつつ、2025 年が、2020 年〜2030 年の中間年に当たり、また第６次基

本計画の策定作業が進んでいることを考慮して取りまとめた。 

 「2020年提言」は、５つの課題を指摘した。①あらゆる法・政策の基本方針として「ジ

ェンダー視点の主流化」を明示すべきこと、②最優先課題としての意思決定への女性参

画と「無意識の偏見」の克服、③重点的政策課題としての、性的指向・性自認（SOGI）

差別の解消、男性・男児のためのジェンダー平等実現、「性やジェンダーに基づく暴力」

の根絶、ケアワークの適正な評価と男女対等な配分、④科学技術や医療分野における「ジ

ェンダー要因」への着目、⑤学術のあらゆる分野でのジェンダー視点の主流化、である。 

 これらの課題への取り組みについては、着手され、進捗のみられるものもあるが、十

分と言えるような達成はない。第 26 期（2023 年 10 月〜2026 年９月）には、日本学術

会議の第一部（人文・社会科学）・第二部（生命科学）・第三部（理工学）のすべてに

引き続きジェンダー関連分科会が設置され、活発な活動が行われている（資料①）。本

提言は、以上のような審議・調査結果を反映させ、また、2024 年 10 月に公表された国

連女性差別撤廃委員会（CEDAW）（用語⑦）による「最終見解」（以下、「2024 CEDAW 最

終見解」という。）も参照して作成された[11] 。 

 

２．５つの提言 

(1) 提言１「ジェンダー主流化」を具体的な政策プロセスとして実行するべきである。 

第６次基本計画において、政府の政策と事業の策定、実施、モニタリング、評価を含

むすべてのプロセスで「ジェンダー主流化」（用語⑧）を実行するべきである。基本法

は、第４条で「社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及

ぼす影響をできる限り中立なものとする」よう配慮することを求め、第15条では、国及

び地方自治体に対し、この点での配慮義務を課し、第18条の３で「社会における制度又
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は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究」を含む調査研究を推

進するよう努力義務を課している（2025年6月19日に成立した改正男女共同参画社会基

本法においては、これに「国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定及び実施に資する調査研究」も加わった）。これらは、「ジェンダー主流

化」のためのものであり、2000年の基本計画にも書き込まれ、専門調査会も設置されて、

具体的な調査手法（「男女共同参画影響調査」）が開発された。しかしながらその後こ

の調査は行われず、「ジェンダー主流化」は実現していない。次期基本計画には、この

「男女共同参画影響調査」の実施を再び書き込み、影響調査専門調査会を設置し、全府

省庁及び地方自治体がこの調査を実施可能となるような体制を組み、「ジェンダー主流

化」を具体的な政策プロセスとして実行するべきである。 

 

(2) 提言２ 男女共同参画基本計画の実効性を確保するべきである。 

これまで５次にわたり、基本計画が策定されてきたが、計画の実効性を確保するため

の手立てとして制度化された仕組みが機能していないので、それらを復活させ、稼働さ

せるべきである。具体的には、①男女共同参画会議による「監視」を担う専門調査会を

再び設置し（基本法第 22条は、男女共同参画会議による「施策の実施状況の監視」を規

定する。）、そこで策定された「実施方針」により監視を行い、年次報告を公表するべ

きである。②男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議、各府省においては副

大臣を本部長とする「男女共同参画推進会議」の活動を復活させ、計画の実施に責任を

持たせるべきである。③毎年度基本計画の全般について進捗状況の把握、評価を行うべ

きである。数値目標を掲げている施策であれば、当該数値目標設定の目的とそれを実現

するための手段である施策（事業）の関係を明瞭にするよう努力するべきである。進捗

に問題があれば、理由を明らかにすべく分析を行い、男女共同参画会議から、実施を所

管する府省に対して意見を述べられるようにするべきである。そして、そのための人員、

予算の確保が行われるべきである。2026年度に文部科学省から内閣府へ移管され、「男

女共同参画社会の形成」を目的とするナショナルセンターとなる独立行政法人国立女性

教育会館(2026 年度から独立行政法人男女共同参画機構、以下、「機構」という。)を、

基本計画の実効性確保にも資するセンターとして活用するべきである[12]。 

 

(3) 提言３ ジェンダーに基づく差別・暴力の防止を、予防、加害者処罰、被害者救済

の各段階において、さらに強化するべきである。 

   基本法に対する参議院及び衆議院による附帯決議では、「女性に対する暴力」（用語⑨）

の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることに鑑み、あらゆ

る形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと」が求められた。それ

を受け、従来の基本計画においても「女性に対する暴力は重大な人権侵害である」とい

う認識の下、暴力防止のための施策は一貫して取り上げられてきた。この間、下記３．

（３）②に述べるように様々な施策・法改正が行われ、一定の成果はあったと考えられ

る。 
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   しかし、近年有名芸能事務所の元経営者や芸能人の性加害ニュースが国際的にも批判

され、また従来からの雇用分野・大学等におけるセクシュアル・ハラスメント（用語⑩）

に加え、就活セクハラも社会問題化している。そのような現状に鑑み、女性に対する暴

力の背景には女性差別・ジェンダーに基づく差別があることを正面から認め、暴力の予

防、被害者救済、加害者処罰のために、ジェンダーに基づく差別を包括的に禁止する包

括的反差別法の制定も必要である。 

 

(4) 提言４ すべての分野の人材育成において、ジェンダー平等・公正を実現するべき

である。 

   社会と学術界のジェンダー平等・公正の実現のためには、将来に向けた人材育成の場

面での平等施策が重要である。理工学・生命科学・人文・社会科学分野における日本の

ジェンダー不平等の現状を改めて直視し、平等への阻害要因を探求し、施策を強力に促

進する必要がある。 

   具体的には、女子の大学及び大学院進学率の向上、理工学・生命科学分野の女子学生・

女性教員比率の向上、人文・社会科学分野も含めた全分野の上位職・意思決定機関にお

ける女性比率の向上が必要であり、ジェンダーバイアスへの対応、ポジティブ・アクシ

ョンの更なる実施、ワークライフ・バランスの取れたハラスメントのない研究環境の整

備、契約期間が決まっており、その間に研究成果を出さないと次のポジションに進めな

い「任期付き競争的環境」において困難を抱える研究者（女性が占める割合が高い[13]）

への支援等が急務である。 

 

(5) 提言５ 日本の学術を一層振興させるために、あらゆる学術分野にジェンダー視

点を浸透させるとともに、学術の振興を通して社会のジェンダー平等・公正を実現す

るべきである。 

   学術研究に多様なジェンダー視点を確保し、急速に発展するデジタル社会を公平で豊

かなものとすることが重要である。また、性差医療やジェンダード・イノベーションを

発展させることは、学術の振興のために不可欠である。さらに、公平・公正な学術振興

により社会のジェンダー平等・公正が進展することもまた期待できる。 

   国際的にも承認されたこの考え方を実現させるため、各種の大型研究プロジェクトや

科学研究費補助金等の審査基準に、ジェンダー的指標を取り入れるべきである。 

 

３．提言を支える基本的な考え方 

(1) 提言１の背景・考え方 

これまで「ジェンダー主流化」については、1995年の北京会議「行動綱領」第５章「制

度的整備」のパラグラフ292において「あらゆる政策及び計画の監視と評価に、ジェンダ

ーの視点を主流として取り込む積極的で目に見える政策を促進すべき」と書かれ[14]、

国連経済社会理事会（ECOSOC）も、1997年に「政治、経済、社会の領域のすべての政策

と事業の策定、実施、モニタリング、評価を含むすべてのプロセスに、女性と男性の関
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心事と経験を統合し、女性と男性が平等に恩恵を受け、不平等が永続しないようにする

ための戦略」と定義した[15]。 

基本法は、第４条で「社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に

対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする」よう配慮することを求め、第 15条で

は国及び地方自治体に対して施策の策定及び実施に際し、この点での配慮義務を課し、

第 18 条の３で「社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に

関する調査研究」を含む調査研究を推進するよう努力義務を課している（改正男女共同

参画社会基本法においては、これに「国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究」も加わった）。この第４条と第 15

条は、「ジェンダー主流化の法的基盤」である[16] 。90 年代に策定された「男女共同

参画ビジョン－21 世紀の新たな価値の創造－」（平成８年７月 30 日総理府男女共同参

画審議会答申）及び「男女共同参画 2000年プラン－男女共同参画社会の形成の促進に関

する平成 12年（西暦 2000年）度までの国内行動計画－」（平成８年 12月 13日男女共

同参画推進本部決定）では、女性問題の解決、女性の地位向上などの「狭義の女性政策」

から「ジェンダーの主流化」という「広義の女性政策」へというパラダイム転換が起き

ていたことを想起したい[17]。 

このようなパラダイム転換のもと、基本法の制定、男女共同参画会議、内閣府男女共

同参画局の設置というナショナル・マシーナリーの構築が行われたが、旧総理府男女共

同参画室に設置された「男女共同参画影響調査研究会」が、2000 年に「男女共同参画影

響調査研究会報告書－男女共同参画の視点に立った政策過程の再構築－」を取りまとめ

[18]、2003 年には、内閣府男女共同参画局の「監視・影響調査専門調査会」に置かれた

「影響調査事例研究ワーキングチーム」(以下、「WT」という。)が、「影響調査事例研

究ワーキングチーム中間報告書～男女共同参画の視点に立った施策の策定・実施のため

の調査手法の試み～」を出している[19]。 

この後は、この WTでの議論を基盤として、影響調査を実施し、基本計画策定等に役立

てることが期待されたが、男女共同参画局のみならず、各府省においても役立てられず、

この中間報告書は活用されていないと指摘されている[20]。実際、基本計画においても、

「男女共同参画影響調査」という語は使われなくなり、「影響調査」は行われていない。 

他方、令和４年度版男女共同参画白書の特集「人生 100年時代における結婚と家族～

家族の姿の変化と課題にどう向き合うか～」において、「世帯単位から個人単位での保

障・保護」が提言されているが[21]、この提言は、事実上の影響調査である「男女共同

参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に関する調査」を基にして行

われたものである[22]。よって、第６次基本計画においては、「男女共同参画影響調

査」という語を復活させ、すべての府省、さらには地方自治体においても、これを実施

していくべきである。そのためには、男女共同参画局において高度な専門知識のある人

材を登用し、2026年度から発足する機構の活用も含め、必要な体制を構築する必要が

ある。 
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(2) 提言２の背景・考え方 

基本計画の実効性については課題があり、上述の通り、この点に取り組もうという立

案者の意欲が示されたこともあったが、解決されていない。続いて基本計画の実効性に

ついて提言する。 

内閣府の所掌事務は「企画及び立案並びに総合調整」（内閣府設置法第４条）であり、

施策の「実施」は府省庁が所掌するため、実効性の確保については制度上限界があると

言うこともできる。しかしながら、男女共同参画会議は、内閣府に置かれた重要政策会

議の一つとして、諮問に対して答申するだけでなく、自ら発議して「意見」を述べるこ

とができる点で審議会より強い権能があり、これまで決定された意見は 30を越える[23]。

また、基本法第 22条４項は、男女共同参画会議について、提言１で述べた「影響調査」

の他に、「施策の実施状況の監視」をその職務としている。この規定により、男女共同

参画会議の下に「苦情処理・監視調査会」が設置されていた（2001年４月３日～2004年

７月 28日）。その活動は、「施策の実施状況の監視」のために「男女共同参画会議にお

ける監視の実施方針」（以下、「実施方針」という。）[24]を作成し、また、当該年度

の監視についての活動方針も作成して審議を行い、報告書を取りまとめて、今後必要と

考えられる取り組みについて意見を述べるというものだった。しかしながら、実際にこ

の活動が行われていたのは３年ほどであり、その後は名称に「監視」が入っている調査

会が設置されても、この「実施方針」に基づく調査会活動は行われていない。男女共同

参画会議の下、「監視専門調査会」を単独で恒常的に設置し、かつての活動を復活させ

るべきである。 

また、1975年の「婦人問題企画推進本部」以来の政府組織である男女共同参画推進本

部（以下、「本部」という。）もその機能を果たしていない。男女共同参画局設置以降、

この「本部」 には、府省における担当者として「男女共同参画担当官」が置かれ、「男

女共同参画担当官会議」が設置され[25]、各府省においては、副大臣を本部長とする「男

女共同参画推進会議」が設けられた[26]。ところが、「担当官会議」の設置は閣議決定

事項であったにもかかわらず、開催の履歴は不明であり、2001年以前は年に１、２度開

催されていた本部自体、動かなくなった（本部会合は2008年の第17回までに５回しか開

催されず、その後は2014年になるまで開かれなかった。以降は年一回の開催である。）

[27]。かつてのように、「本部」についての活動などを基本計画に書き込み、計画の実

施について責任を持たせるべきである[28]。 

  第２次基本計画から掲げられている数値目標についても問題がある。第４次基本計画

からは、定期的にフォローアップする「参考指標」も導入され、毎年度公表されている

[29]。しかしながら、先述したように、モニタリングの主体となるべき単独の監視専門

調査会は常設されていない。このような状態を脱し、基本計画の実効性を確保するため

に、毎年度、監視専門調査会において計画の全般について進捗状況の把握、評価を行う

べきである。数値目標を掲げている施策であれば、当該数値目標設定の目的とそれを実

現するための手段である施策（事業）の関係を明瞭にするよう努力するべきである。進

捗に問題があれば、理由を明らかにすべく分析を行い、男女共同参画会議で意見を決定
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し、本部がそれを受け止めて実施するべきである。また、現在府省庁レベル、総務省行

政評価局で行われている行政評価についても、ジェンダー主流化の観点を入れたものと

するべきである。 

そのためには、男女共同参画局に十分な人員、予算を確保する必要がある。また、2026

年度に文部科学省から内閣府に移管され、「男女共同参画社会の形成」を目的とするナ

ショナルセンターとなる機構を、基本計画の実効性確保に資するセンターとして確実に

活用するべきである[12]。 

 すなわち、基本法に依拠したジェンダー平等推進の更なる活性化に向けて、ナショナ

ルセンター機能の整備・拡充を促進する。機構においては各地域の男女共同参画・ジェ

ンダー平等関連センターの情報交換・連絡調整や職員研修などを実施するとともに、実

効性のある施策を適切に実施するための活動を深化させる。オンライン講座の拡充とと

もに、次世代の育成も視野に入れた対面型の講座・研修の実施を行う。  

 機構の前身である独立行政法人国立女性教育会館では、宿泊施設を維持してきた。そ

うした経験からも、機構の重要な役割である全国の男女共同参画センターのネットワー

ク形成にとって、宿泊を含めた対面での情報交換が極めて有効であると考えられるので、

宿泊研修などの実施を視野に、収容力のある安価な宿泊施設の確保に配慮する。さらに

機構は、国内外のジェンダー状況・政策の動向についての調査・研究を進め、国際比較

可能なジェンダー統計（用語⑪）の拡充と公開を進める。その上で、地方自治体や国内

企業のジェンダー平等を総合的に推進する機能を積極的に果たす。また、日本の科学技

術政策の推進に向けて、国内の大学・研究機関のジェンダー状況を把握し、問題点の洗

い出しとともに改善に向けた助言機能を担うものとするべきである。 

 

(3) 提言３の背景・考え方 

① 包括的反差別法、ハラスメントの禁止 

ジェンダーに基づく差別を防止し、被害者救済、加害者処罰のために包括的に禁止

する包括的反差別法の制定が必要である。反差別法（anti-discrimination act, 

equality act）とは、差別対象となりやすい属性を「保護属性」として定義し、その

保護属性に対する差別的行為を禁止する法律である。差別的行為には、保護属性に基

づく法的権利・利益・義務・負担に関する区別、保護属性に対する合理的配慮の否定、

保護属性に関する個人情報の収集・個人データへの整理と差別的処理のための利用、

保護属性に対するヘイトスピーチ・ハラスメントなどの種類がある。 

反差別法には、個別的反差別法と包括的反差別法がある。個別的反差別法は、特定

の保護属性だけを対象とし、あるいは、特定の分野について法的権利等に関する区別

を禁止する。例えば、日本の男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号））は、女性を保護属性

として、雇用分野における区別（同法第５条、第６条）やセクハラ（同法第 11条以下）

の禁止を理念として掲げる個別的反差別法の一種と言える。 
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これに対し、包括的反差別法は、差別対象となりやすい属性を包括的に保護属性と

して列挙し、雇用・教育・文化活動・地域活動などのあらゆる分野を対象として、保

護属性に基づく区別やハラスメントなどの差別的行為を包括的に禁止する法律である。

包括的反差別法は、多くの国・地域で求められ、あるいは制定されてきた。1986 年、

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章（バンジュール憲章）には、女性差別に対す

る立法・制度的措置を求める規定があり、2010年に同憲章に関する委員会が、性／ジ

ェンダーの他に人種、宗教、政治的意見、財産、出生などに関する差別事由と戦う措

置をとる義務を含むガイドラインを採択した。個別の国でも立法が進み、例えば、2000

年には南アフリカ共和国が差別禁止法を制定している。欧州人権条約は第 14 条で包

括的に差別を禁止しており、加盟国は包括的な差別の禁止の義務を負っている。21世

紀に入ってから欧州連合に新たに参加したチェコ、クロアチア、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、セルビアなどの諸国も、欧州連合加盟を機に差別禁止法を採択している。国

連は 2023年に「包括的反差別法制定のための実践ガイド」[30]を発表した。 

日本では、男女雇用機会均等法の他、労働基準法（特に第３条）、部落差別の解消

の推進に関する法律、障害者差別解消法、性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（LGBT理解増進法）などの個別的反

差別法が制定されてきた。しかし、それらの法律では、差別の禁止が理念や努力義務

に止まる場合も多い。また、日本では、包括的反差別法は制定されていない。ジェン

ダーに基づく差別を防止するには、ジェンダーだけを保護属性とした個別的反差別法

だけでなく、包括的反差別法の制定が必要である。 

まず、女性に対する差別は、単に「女性」という括りだけで生じるのではなく、「特

定の人種の女性」、「特定の信条の女性」、「性的マイノリティの女性」といった他

の差別対象となる属性と複合・交差した形で行われることもある。ここで個別的反差

別法のみしかないと、例えば、女性差別禁止については「白人女性」の昇進、人種差

別禁止については「黒人男性」の昇進の事実を証明し、差別はないという弁明を認め

ざるを得ず、「黒人女性」への複合差別が見逃されることになる[31]。我が国におい

ても「アイヌ民族の女性」に対するこうした複合的差別の問題が存在している[32]。

外国人差別や障害者差別が行われるとき、特にマイノリティの中でも弱い立場におか

れる女性が強く攻撃されることも多い。また、選択的夫婦別姓が導入されない場合に、

婚姻できない不利益を受けるのは、「女性」一般ではなく、「氏を変えることをアイ

デンティティの侵害と捉える信条・アイデンティティを持つ女性」であり、夫婦別姓

が導入されないことも、複合差別（特定信条・アイデンティティを持つ女性への合理

的配慮の否定）と捉えるべきである。また、女性差別は、雇用だけでなく、あらゆる

分野で生じ得る。例えば、大学教育において、実際に、女性であることを理由に入学

試験の得点を一律に減点する措置があったことが明らかになっている[33]。 

さらに、従来の個別的反差別法は、ジェンダーに基づく区別禁止を主な内容として

きたが、近年、ジェンダーによる区別だけでなく、合理的配慮の否定も差別の一類型

として捉えられるようになってきている。合理的配慮の否定とは、保護属性を持つ者
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特有の困難について、合理的なコストで対応ができるのに、必要な調整や配慮を行わ

ないことを言う。合理的配慮の否定は、障害者差別の分野で問題となってきたが、ジ

ェンダー分野でも重大な問題となっている。例えば、大学や大学院等の入学者のジェ

ンダーバランスが極端に振れていたり、大学や企業等の研究室が女性にとって配慮の

ない環境になっていたりする場合がある。文化活動の分野で、男性芸術家の作品ばか

りが評価されたり、審査員のジェンダーバランスが男性に偏っていたりすれば、女性

芸術家の活躍が阻害される。こうした場合、女性が公平に評価され、活動しやすい環

境を整備するための配慮・調整が必要となる。その実現のためのコストが合理的な範

囲にとどまる場合、それを拒否するのは、合理的配慮の否定という差別的行為の一種

と考えるべきである。あるいは、司法の場で、裁判官や調査官が男性ばかりになると、

例えば女性への配偶者暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下ＤＶという。）被害

について十分な理解がなされず、必要な保護が行われない危険が生じる。女性に対す

る合理的配慮の義務が規定されれば、裁判官や調査官に対し、女性特有の被害を理解

するための研修やＤＶへの無理解な言動への苦情申し立て窓口の設置などにつながる

可能性が出てくるだろう。 

性的マイノリティへの差別解消のためにも、合理的配慮は重要である。例えば、公

衆浴場の利用において、法的性別や性自認ではなく、身体的特徴に基づき男性用・女

性用を区分せざるを得ない場合がある。この場合、トランスジェンダー当事者が、男

性用・女性用のいずれも利用を躊躇せざるを得ない事態も生じ得る。こうした場合に、

特別の利用時間を設定するなどの配慮が必要となる。 

そして、女性であることを理由としたハラスメントは、議会でのヤジ、選挙運動中

の候補者へのつきまといや暴言、教育の場での女性の能力（例えば理科系科目などに

対する能力）を低く見る発言など、多くの領域で生じ得るものであり、性差別に基づ

くハラスメントを包括的に禁止する法制が必要である。 

包括的反差別法が制定されれば、保護属性が包括的に列挙され、女性に対する複合・

交差差別の解消のきっかけとなる。また、雇用以外での領域での差別も禁止され、さ

らに、女性に対する合理的配慮の義務も設定されることにつながる。このため、本提

言では、ジェンダーに基づく差別を防止するため、包括的反差別法の制定を提案する。 

② 性暴力等 

「ジェンダーに基づく差別・暴力の防止」がジェンダー平等・公正のために必須で

あることに異論はない。従来の基本計画の中でも、「女性に対する暴力は重大な人権

侵害である」という認識の下、一貫して取り上げられてきた重要テーマである。第４

次及び第５次基本計画では、１）女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基

盤づくり、２）性犯罪・性暴力への対策の推進、３）子供、若年層に対する性的な暴力

の根絶に向けた対策の推進、４）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推

進、５）ストーカー事案への対策の推進、６）セクシュアル・ハラスメント防止対策の

推進、７）人身取引対策の推進、８）インターネット上の女性に対する暴力等への対応、
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９）売買春への対策の推進を挙げ、担当省庁を明確にし、具体的な施策についても記載

している。 

各取り組みの中で成果が見られるものとして、１）の婦人保護事業の見直し及び９）

について、女性を差別的に見ていると長年指摘されてきた売春防止法が見直され、「困

難女性支援法」[34]が施行されたことが挙げられる。しかし、売春は社会の構造的な

差別・権力関係の反映という視点から、スウェーデンやフランスのような買春者処罰

への転換も検討に値しよう。困難女性保護のための施策の充実も求められる。特に最

近ホストクラブの売掛金支払のために売春をする女性の増加が社会問題化しており、

警察庁も取り締まりを強化しているが[35]、背景にある構造的な権力・支配関係、貧

困女性の問題など、根本問題にも目を向ける必要がある。 

２）性犯罪に関する罰則や刑事手続に関して刑法や刑事訴訟法が 2023 年に改正され、

2017年に実施された 110年ぶりの性犯罪関係の刑法大改正でも実現されなかったいわゆ

る不同意わいせつ・性交等罪、面会要求等罪、盗撮罪の新設や配偶者間でも性犯罪が成立

することの明文化、性交同意年齢の 13 歳未満から 16 歳未満への引上げ、公訴時効の延

長等が行われた。しかし、性暴力ワンストップ支援センターの設置が全国で進む一方[36]、

センター設置の根拠法がないため各センターの支援内容にばらつきがある、公的な財政

支援が不十分である等の問題が指摘されており[37]、公認心理師等の技術者の安定的雇

用の不足を含めて早急に改善する必要がある。 

３）について、「教育職員児童生徒性暴力防止法」及び日本版 DBS（用語⑫）の創設を

含む「こども性暴力防止法」、さらに「ＡＶ出演被害防止・救済法」が成立した。特に、

こども性暴力防止法には、性加害者の治療的支援も含まれていることから、こども家庭

庁、厚生労働省、法務省等の既存の行政区分を越えた新しい枠組みの整備が必要である。

また、性被害防止のためには、幼児期から思春期にかけての一貫した包括的性教育（用語

⑬）も必要である。 

４）について配偶者暴力防止法が令和５年に改正され、保護命令制度の拡充・保護命令

違反の厳罰化が行われた。しかし、ＤＶ被害者の保護については公的シェルターが使い

にくい、民間支援団体への予算措置が不十分等の課題があり[37] 、この点は早急に改善

すべきである。 

５）について、ストーカー規制法が 2021 年から 2023 年にかけて毎年改正され、処罰

範囲すなわち被害者の保護範囲が順次拡大されてきた。しかし、ストーカー殺人事件は

最近でも報道されており、一層の対策強化が求められる。 

６）については、労働施策総合推進法の改正・指針等による対策強化は進められている

ものの、セクハラに関する法律上の定義が未だ日本には存在せず、罰則を伴う禁止法の

制定もなされていない。国際労働機関（ILO）のハラスメント禁止条約（2019年、用語

⑭）を速やかに批准し、罰則を伴うハラスメント禁止法を制定すべきである[38]。大学・

研究機関に関しても、構成員のセクハラ被害は深刻であり[39]、研究力の向上のために

もセクハラ防止を含む研究環境の改善は急務である。 
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７）についても人身取引対策推進会議の下で関係各省庁が対策を行っているものの

[40]、人身取引事案の検挙の少なさや刑罰の軽さがアメリカ合衆国による「人身取引報

告書[41]（日本に関する部分）」においても指摘されている[42]。これを真摯に受け止

め、より実効的な対策を目指すべきである。 

８）については、リベンジポルノ防止法や児童買春・児童ポルノ処罰法等による法規

制以外は未だ啓発活動が中心であるが、フランス刑法のように多くの犯罪でインターネ

ットを介した場合を刑罰の加重事由とするなど、より実効的かつ強力な防止策を講じる

必要があろう。 

 

(4) 提言４の背景・考え方 

2024 年度の大学（学部）進学率（過年度高卒者を含む）は女子 56.2%、男子 61.9%と

男子が 5ポイント以上も上回っている（図表⑥）。大学に在籍する学生数の女性割合は

44.7%であり（図表⑦）、高等教育の男女格差の解消は依然として課題である。さらに、

大学院進学率（2022年）は、修士課程で女子31.9％、男子68.1％、博士課程で女子34.1％、

男子 65.9％で、大学進学率以上に女子の比率が低くなっている［43］。女子の大学院進

学率向上は、将来の女性教員比率の向上のために不可欠であり、この点の改善は急務で

ある。 

女性教員の登用は文部科学省の「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ女性研

究者研究活動支援事業（女性リーダー育成型）」が一定の効果を発揮しているが、大学

への競争的資金や、国際卓越研究大学を選定・評価する際にも、教員・職位の男女比、

ワークライフ・バランス確保の措置、ハラスメント防止措置を組みこむべきである。 

日本学術会議社会学委員会ジェンダー研究分科会による報告「新しい学術支援・研究

職の待遇改善の必要性について」［44］は、リサーチ・アドミニストレーター（URA）な

ど「新しい学術支援・研究職」の諸待遇の問題もジェンダーをめぐる問題と密接に関連

しており、それらを従事者の性別に留意して調査する必要性を指摘している。 

数値目標達成を効果的に進めるには、学内関係者がジェンダー不平等の構造を理解す

る必要がある。大学は啓発に一層務め、登用された教員に過度の負担がかからないよう

に配慮し、登用されたことでハラスメントにあうような事態を防止しなければならない。  

① 理工学分野、生命科学分野、人文・社会科学分野 

ア 理工学分野 

理工学分野におけるジェンダーギャップ問題は世界的課題である[45]。諸外国と

は異なり大学進学におけるジェンダー平等・公正が未だ達成されていない我が国に

おいて、その傾向はとりわけ顕著であり、早急な環境是正、問題解決が必要である。

経済協力開発機構（OECD）の 2021年調査によると、大学など高等教育機関の卒業・

修了生に占める女性の割合は、自然科学・数学・統計分野で 27％、工学・製造・建

築分野で 16％と加盟 38 か国中最下位である[46]。学部進学者のうち、男性の理工

系割合は 28％である一方、女性の理工系割合は 7％に留まる。こうした理工学分野

における大きなジェンダーギャップは、女性があらゆる分野の研究、教育、進学、
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社会進出等において差別的扱いを受けてはならないといった反差別的視点に加えて、

科学技術・イノベーションにおける多様性の確保と国際競争力強化の視点からも

[47]、国を挙げて今まさに解決に取り組むべき緊急課題と言える。基本計画におけ

るジェンダーギャップ解消に向けた取り組みやその目標値は、科学技術・イノベー

ション基本計画、統合イノベーション戦略等に引用され[48]、理工系ジェンダー平

等に関する指標として各省庁へと展開されることから、その値は常に挑戦的なもの

でなければならないが、第２次基本計画から掲げられ始めた女性研究者比率の目標

値[49]は、現行基本計画においても 20 年の時を経て変わらないどころか一部下方

修正された状況にある[50]。具体的には、第２次基本計画では、国立大学協会報告

書において策定した「2010年までに女性教員の割合を 20%に引き上げる」という目

標値を踏まえ、各国立大学法人における女性教員の割合向上を要請していたが、第

５次基本計画では、理工系については、講師以上の教員に占める女性の割合の成果

目標値は、理学系 12%、工学系 9.0%（期限 2025年）となった。採用に占める女性の

割合については第２次から第５次まで変更はない（理学系 20%, 工学系 15%, 農学

系 30%, 医歯薬学系 30%）。国や省庁、大学・学校、産業界等の全ての機関・団体は、

分野ごと、地域・組織ごとの課題を精査し、目標値を達成すべく実効性のある対策

を推進する必要がある。 

理工系女性人材育成のうち、成長期（幼少期〜中高生）については、（１）社会

や家庭におけるジェンダーバイアス問題、（２）初等中等教育で始まる女子の理科

離れ問題、（３）女子生徒の理工系進路選択について、それぞれ個別の対応が必要

である[51]。 

（１）では、未来を担う子供たちがジェンダーに関わる誤った固定観念を植え付

けられることのないよう社会構造の変革を急ぐとともに、ジェンダーバイアス解消

のための積極的な行動が求められる。 

（２）では、学習指導要領細則への多様性・包括的性教育の一環としてのジェン

ダー教育の明記や、データに基づく適切な介入教育の推進、科学技術への健全な関

心を育成する環境や機会の創出が求められる。 

（３）では、進路選択において生徒の意思決定に影響を及ぼす保護者、教員への

ジェンダー教育の徹底や、国や企業による理系進路選択支援プログラムのさらなる

推進、高大接続改革による女子の理系進学への積極的な働きかけなどが求められる。

特に、文部科学省教育未来創造会議「第一次提言」[52]を受け、現在導入が加速化

している総合選抜や推薦入試への「女子枠」の導入[53]は、理工系進学を望む女子

生徒の潜在数が十分に高いことを示す一方[54]、一般入試での女性入学者増加には

必ずしもつながっておらず、現在の我が国の一般入試制度の問題点をも指摘するも

のである。「女子枠」に関しては、今後もその動向を注視する必要がある[55]。例

えば、2025年世界大学ランキング第７位のカリフォルニア工科大学は、同校の 133

年の歴史で初めて入学者数の過半数が女性になった[56]。その要因として、女子高

校生向けの STEM プログラムを拡大したことに加えて、理数系科目の入学要件緩和
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の効果が挙げられる[57]。「女子枠」導入に当たっては、男子生徒が感じる「不公

平感」を減じるために、導入の結果として生じる多様性は男子にも良い影響を与え

ることを理解させる等、男子に対するジェンダー教育の徹底が重要である。 

理工系分野におけるジェンダーギャップは、専門性が高まる大学院進学において

さらに拡大し、大学教員においては、助教、講師、准教授、教授と職位が上がるに

つれてさらに顕著なものとなる。上述の通り、政府はギャップ解消のための目標値

を設定し、公表しているものの実効性が伴っていない［50］。教員組織におけるジ

ェンダーギャップ解消は、未来社会においてイノベーション創出に関わる次世代高

度専門人材が、多様な視点や発想を学び、男女問わず公平に評価され、その能力を

最大限に発揮するための研究教育環境を整える上で必要不可欠なものであり、特別

な配慮を持って早急に取り組まなければならない課題である。 

昨今国立大学を中心に導入が進みつつある大学教員採用における女性限定公募

[58]は、女性教員比率が著しく低い分野におけるジェンダーギャップ解消のために

有効な手段であるが、導入の際には、女性採用数に関する目標値達成のみを目的に

するのではなく、女性教員の採用と育成、そして上位職登用に適した環境整備を組

織的に進めることを忘れてはならない[59]。理工学分野のジェンダー問題解決には、

研究分野の特性に合わせたきめ細やかな対応が必要である。大学だけではなく産業

界をも含む組織の長は、ジェンダー平等組織構築のため、女性数を増やす努力とと

もに、女性が活躍し、リーダーシップをとることを妨げる慣習、すなわち男女の固

定的な性別役割分担意識やジェンダーバイアスの払拭のための施策を自らの責任の

もと、着実に進めなければならない。 

イ 生命科学分野 

生命科学分野は多様であり、関係する大学の学部名称を挙げれば、理学、農学、

家政学，保健(医学、歯学、薬学、看護学等)が含まれる。この分野では学部により

学生における女性の割合は大きく異なる。2024 年度の調査では理学 28.3%、農学

46.8%、家政学 89.9%であり[60]、理学や農学では女子学生が半数に満たない一方、

家政学では圧倒的に女性が多いという大きな偏りが見られる。これは進学・就職先

のイメージや社会的な役割分担意識などが依然として学生の進路選択に影響してい

る可能性を示している。 

また、教員全体における女性の割合を見ると、家政学では女性教員の割合はよう

やく 57％に達しているが、教授の割合は 42.8％である。理学・農学では女性教員は

ともに 18％前後と圧倒的に少なく、教授ではその割合がさらに低下し、理学で 7％、

農学で 8％にとどまっている（[61]を基に集計、解析）。これは、過去の採用の偏り

が現在の状況に影響を与えていることに加え、学術分野における女性のキャリアパ

スの形成が依然として困難であることを示唆している。特に、理学や農学では、研

究の継続において研究資金の獲得競争が激しく、長期的なキャリア形成が求められ

る一方で、育児や介護といったライフイベントへの対応が十分に考慮されてこなか

ったことが背景にあると考えられる。さらに、理学系や農学系では、長時間にわた
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る動物実験やフィールドワークが研究手法として用いられることが多く、ワークラ

イフ・バランスの確保が困難であることも、女性研究者の定着を妨げる要因の一つ

となっている。これに加え、指導的立場に就く機会の少なさや、研究ネットワーク

の形成におけるジェンダーの壁なども影響している可能性がある。 

これらの課題に対処するためには、研究環境の改善が不可欠である。例えば、DX

の導入により実験やデータ解析の効率化を図ること、異分野連携の促進により多様

な研究手法を取り入れることが求められる。また、学内外でのメンター制度の充実

や、女性研究者向けの研究費やキャリア支援策の拡充も重要である。何より、ジェ

ンダーバイアスを払拭し、多様な進路選択を後押しするためには、学生当事者のみ

ならず教師や保護者に対する教育・啓発施策が一層求められる。これにより、女性

研究者の増加だけでなく、研究の多様性や創造性の向上にもつながることが期待さ

れる。 

保健分野での学生における女性の割合は、2024年度の調査で、医学部 38.2％、歯

学部 44.5％、薬学部 62.6％、看護学部 90.7％である[60]。2018 年度にある大学の

医学部医学科入試における女子に対する不公正処遇が明らかになったが、日本学術

会議は、同年９月 14日に幹事会声明を発出して対処を求め[62]、10月 26日には公

開シンポジウムを開催した[63]。全国の医学科の合格者に占める女性の割合は同年

の 34.3％から 2019 年度には 38.0％となり、2024 年度は 40.0％と問題発覚の前後

で明らかに増加している（図表⑧）。過去 15 年間ほぼ変化がなかった医師国家試験

女性合格者の割合も 2024 年度の 34.6％から 2025 年度には 36.3％に増加し、女性

医師の割合は 2022 年度の 23.6％から[64]さらに増加するものと考えられる。一方

で、医学系学会の役員・委員に占める女性の割合は低く（図表⑨−１）、医学部医学

科女性教員比率が主任教授 3.5％、その他教授 4.9％、准教授 9.8％、講師 13.6％

（図表⑨−２）と低いことがその一因と考えられる。 

2022年の医療施設（病院・診療所）に従事する歯科医の女性の割合は 25.8％であ

るが、年齢階級が低くなるほど高くなり、29 歳以下では 48.7％であるのに対して

[64]、2024年の歯学部女性教員比率は教授 9.3％、准教授 23.7％、講師 32.6％であ

った[61]。 

2022年の調査では薬局・医療施設に従事する薬剤師の 65.1％が女性であるが[64]、

2024 年の薬学部女性教員比率は教授 13.9％、准教授 21.5％、講師 30.6％であった

（国立大学の調査結果はなく、公立・私立大学の資料のみ）[61]。 

看護系大学に対する 2020 年度の調査では、看護師免許が必要な看護教員教授の

92.9％が女性であるのに対して、基礎医学や教養科目などを担当する教授の女性割

合は 16.3％であった[65]。看護教育については女性が多くを担っている一方で、「保

健医療労働力において女性、多様なジェンダーの人々及び看護師の地位は低く、リ

ーダー的役割に就くことはほとんどない」[66]。その原因について、「看護が『女

性的』『養育的』な専門職とされること」が「看護の地位の障壁」となり、「看護

職及びその職務に対する過小評価及び敬意の欠如」を生んでいるためと言われてい
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る[66]。看護学部では、大学進学におけるジェンダー公正はむしろ男性側から達成

されていない状況であるが、保健医療におけるリーダー的立場に参画する人材の育

成も課題となる。女性が学生の過半数を占める薬学部や女性が増加している医学部、

歯学部においては、上位職の女性教員の増加と大学・学会の意思決定機関への女性

の参画が課題となる。各分野で女性割合が増えない要因は異なると考えられるが、

生命科学分野のジェンダー平等の推進を掲げ、協働して目標値を設定し、分野ごと

に課題を精査していく必要がある。そのためには、ジェンダー統計の整備が必須で

あり、文部科学省学校基本調査などにおける学部別教員数の調査内容の充実が求め

られる。 

ウ 人文・社会科学分野 

人文・社会科学分野がジェンダー主流化を推進する人材を育成する役割を担って

いること、また倫理的、法的、社会的課題（ELSI）（用語⑮）に対応するためにも、

人文・社会科学においても女性採用・上位職の数値目標の設定と環境整備を行うべ

きである。 

    人文・社会科学系の学部に占める学生の女性割合は、2024年で 45.2%であるが、

人文科学では文学が 68.4%と突出し、史学は 41.6%と低い。社会科学全体では 37.3%、

法学・政治学は 37.0%、商学・経済学は 31.2%であり、社会学がようやく 56.0%とな

っている[60]。理工学分野や生命科学分野のみに焦点を当てるのではなく、人文・

社会科学分野も含め、ジェンダー平等に向けた総合的な施策を求める。 

    教員に関しては、大学の研究者の採用に占める女性の割合について、第５次基本

計画では人文社会系についても数値目標が設けられた。2025年度を期限とする数値

目標として、人文科学系 45%、社会科学系 30％を掲げたが[50]、2022年度の達成状

況はそれぞれ 45.3%、31.8%であり達成されたので[67]、新たな目標値の設定が必要

である（図表⑩）。そのためには、2023年以降の数値について公表されるべきであ

る。 

    「人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会」（GEAHSS）による同学協会所

属者への実態調査においては、所属機関の常勤職、役職者には「男性が多い」との

回答が７割近くを占め、役職・職域ごとでの性別の偏りを解消することについても、

８割以上が重要だと回答している[68]。教員（講師以上）に占める女性割合につい

て、現在は理工系のみ数値目標が設けられているが、第６次基本計画では人文・社

会科学を含む全学系について設けるべきである。なお、現状では、性別、専門分野、

職位を同時に把握できる統計が存在しない[69]。解決するべき喫緊の課題として、

政府によるジェンダー統計の整備を求める。 

    また、科学研究費助成事業（科研費）の審査区分について、大区分Ａにおいては

10ある中区分のうちジェンダー関連の小区分が設けられているのは地理学・文化人

類学・民俗学、政治学、社会学のみである。GEAHSSも要望しているように[70]、中

区分に「ジェンダー」を設置し、小区分「ジェンダー関連」を全ての中区分に設定

するべきである。 
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② 女性研究者比率の向上と学術における意思決定への女性参画   

基本法は、第２条で積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を定める。政府は、

2003年に「202030」目標を掲げ、第３次基本計画（2010年）から第５次基本計画（2020

年）まで、女性研究者比率の向上を目指して、期限を画した数値目標を設定してきた

（ゴール・アンド・タイムテーブル方式）。この数値目標は、科学技術基本計画にも

そのまま共有されてきた。 

第４期科学技術基本計画（2011 年）では、女性研究者の新規採用割合を 2015 年ま

でに「自然科学系 25％（早期）、更に 30％を目指す。特に理学系 20％、工学系 15％、

農学系 30％の早期達成及び医学・歯学・薬学系合せて 30％の達成を目指す」とされた

[71]。しかし、達成できず、同じ数値目標が第５期（2016年）にも継承された。科学

技術基本法の改正（2020年）を受けて、第６期（2021年）では上記の通り人文・社会

科学も追加されて、女性研究者の新規採用数値目標は「人文科学系 45％、社会科学系

30％とされ、教授等（学長、副学長、教授）に占める女性割合は「早期に 20％、2025

年度までに 23％」（2020年度時点、17.7%）と目標設定された[72]。 

「わが国の科学者の内外に対する代表機関」（日本学術会議法第１条）である日本学

術会議もまた積極的に取り組みを進め、2017 年に会員の女性比率 30％を達成して、そ

の比率は今も伸びている[73]。量は質を変化させる。学術会議では提言やイベントが

ジェンダー視点でチェックされるようになったばかりか、それまでの男性中心時代に

は取り上げられなかった生活課題や女性問題が議論の射程に上っている。 

 このような背景の下、日本学術会議は、全国の大学・研究機関等（以下、「大学等」

という。）及び研究者に対して行ったアンケート調査（2019 年）をもとに、提言「大

学・研究機関における男女共同参画推進と研究環境改善に向けた提言－日本学術会議

アンケート調査結果を踏まえて－」を発出した（2023 年）[74]。同提言では、「国、

大学・研究機関は、採用・昇進・役職者選任などのあらゆるレベルにおいて実効性の

高いポジティブ・アクションを活用して男女の不均衡を早期に是正すべきであり、女

性研究者及び次世代女性のエンパワーメントを図ることが求められる」（提言１）と

課題を提起した。以下では、その後の動向を加味して、改めて三つの課題を指摘して

おきたい。 

 第一に、より上の数値目標を設定し、大学等の評価指標の一つに正式に組み込むこ

と。特に問題と思われるのは、数値目標設定が採用中心で、昇進については十分とは

いえないこと、女性教員全体の数値目標だけでは職位が低い任期付きポストでの女性

採用が増え、教授職での女性比率の低さが隠されやすいこと、意思決定に関わるポス

トの女性比率が依然として低いこと、国立大学に比べて私立大学では大学による取り

組みの差が大きいことである。基本計画の成果目標として掲げる数値については、毎

年度モニタリングする必要があるのだから、そのデータを得ている調査結果を公表す

るべきである。 

 第二に、数値目標達成に向けた努力を強めること。30％目標の設定については、男

女差と分野差が認められるとはいえ、女性研究者の目標設定に対する肯定的回答は半
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数を超えている。特に人文・社会・看護・家政・教育では肯定的回答が 70％前後に上

った。男性のそれに対する否定的回答が多い分野はそもそも女性比率が低い分野であ

り、女性比率を高めることによって数値目標設定への理解を高めることができる。 

第三に、「女性候補者がいない」、「男性研究者に対する逆差別である」といった

批判については、国内外の成功事例を参考にして、ポジティブ・アクションが社会の

構造的差別・不平等の是正だけでなく、学術研究における視点の多様性確保につなが

り、学術全体の振興のために不可欠であることの理解を、丁寧に求める必要があろう。

現状では、分野を問わず、学生・院生の女性比率と教員（特に教授）の女性比率が大

きく乖離している。若い世代を研究者として育てられていないことを真摯に受け止め、

「リケジョ対策」に限定されない次世代女性研究者育成が急務である。 

③ 任期付き研究者の問題 

ア 個人のキャリアに関する問題 

女性研究者が長くエントリーレベルの職位に滞留していること、またポスドク級

女性研究者の高年齢化が明らかにされている。国際的にも、任期付き研究者の女性

比率が高いことが指摘されている[13]。 

アカデミアには、競争的資金の獲得あるいは人事公募での採否など、他者との競

争的な側面がある。女性は月経や妊娠・出産の可能性を抱えているため、生来、相

対的に男性よりも学術活動にエフォートを割きにくく、競争的側面における不平等

を被る要因となる。また、35歳以上の初産婦はリスク上昇が懸念されるが、任期付

き研究者の多くが 30歳前後であることを踏まえると、男性に比して女性の方が、ワ

ークライフバランスを踏まえたキャリアパスを描く上でより厳しい選択を迫られる

負担もある。これらの不平等は、身体機能に由来する部分が大きく、施策による解

決は容易ではない。学術界全体でこうした不平等があることを認識し相互理解を醸

成すべきである。 

具体的な事例として、若手顕彰事業のあり方があげられる。資格制限の指標とし

て、年齢ではなく博士号取得後年数などキャリアに相応する指標を用いることを標

準とし、さらに各種ライフイベント期間を年限算出において考慮することで、不平

等は緩和される。 

イ 数値目標・女性限定公募に関する問題 

組織や集会において一定以上の女性比率を求める動きも、任期付き研究者のジェ

ンダー不平等に影響を及ぼしている。女性の不利益として、数値目標達成のための

仕事の集中が問題となっている。任期付き研究者もこうした数値目標の達成のため

集会等への参加が要請され、任期付き研究者であるからこそネガティブな評価を恐

れて断れず対応せねばならない。集団としての数値目標のために、女性個人が不本

意な時間を過ごしているならば、それは数値目標の主旨である理念と相反する。こ

の問題解消のため、数値目標の設定には細心の注意を払い、現状での女性比率を考

慮した現実的かつ前向きな数値目標を設定することが望まれる。 
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近年、女性限定とするテニュアトラックあるいはテニュアのついた人事公募が広

く行われている。一方で、女性限定公募を通じて採用された者に対して、組織内外

から「女性だから選ばれた」といった類いの否定的評価がなされることもある。採

用後には、先述の女性への仕事集中問題に見舞われる蓋然性も高い。組織にあるジ

ェンダーの偏りを是正するための取り組みが個人に無用の負担をかけては、本末転

倒である。女性限定公募を実施する組織にあっては、採用後に起こりうる個人と組

織の問題を最小化することまで視野に入れた取り組みを期待する。 

 

（5） 提言５の背景・考え方 

① デジタル社会への女性の積極的参入 

デジタル社会を取り巻く国内外の情勢はここ数年で著しく変化している。前回の第

５次基本計画では、Society 5.0（用語⑯）に準じ、ビックデータ、機械学習、人工知

能(AI)、IoT、デジタルトランスフォーメーション(DX)等の台頭のもと、激化する国際

競争に打ち勝つため、情報工学、電子工学、機械工学分野等の情報通信技術(ICT)関連

分野を専門とする人材の育成が「性別を問わず」急務であるとし、STEM分野やデジタ

ル・テクノロジー分野でのジェンダーギャップ縮小の重要性や、イノベーション領域

での女性の活躍促進に向けた環境整備の必要性について明記されていた。しかし、そ

の後、生成AIの出現により、情報分野に留まらない、さらに大きな社会変革が生じ、

求められる人材像も大きく変化している。 

 「統合イノベーション戦略 2024」では、生成 AI技術の発展とそのリスク、生成 AI

によるイノベーションの加速について述べられ[75]、「第７期科学技術・イノベーシ

ョン基本計画に向けての提言」では、生成 AI の先も見越した AI 研究における競争

力の確保と、AI を安心・安全に社会実装できる仕組み作り、及び法制度等における国

際的通用性の確保について述べられている[76]。そして、生成 AIによって知識や技術

が補填されることに鑑み、未来の DX推進人材には、より創造性の高さや、リーダーシ

ップ、批判的思考などのパーソナルスキルやビジネス・デザインスキルが必要とされ

るようになった[77]。このような背景のもと、多様な価値観を持つ人材として、女性

研究者の情報イノベーション領域への参入への期待が、これまでにも増して社会的に

著しく高まっている。事実、情報通信技術(ICT)を活用した職業は、テレワークやフレ

ックスなど多様で柔軟なワークスタイルを取りやすく、女性特有のライフステージの

変化に対応するとして、海外では女性の社会進出のための重要な分野となっている

[78]。米国では、計算機科学科の女子学生比率も急増し、トップ大学では 40%超に到

達している[79]。次の②ジェンダード・イノベーションにおいて説明する通り、公平

で平等なデジタル社会を構築する上でも、ICT 分野への女性の参画は極めて重要であ

る。 

 しかし、ある大手予備校による大学入試模擬試験での志望データを用いた分析によ

ると、情報系を除く国公立大学（前期日程）の工学部を志望する女性の割合は、2011

年からの 10年間で 13.6%から 18.5%と増加しているのに対し、情報系学部・学科では
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17.2％から 16.1％とむしろ減少している[80]。また、労働力調査によると、情報通信

業での女性雇用者の割合は、製造業同様３割に届かず、低い水準にとどまっている[81]。

このような日本のデジタル競争力は、2025 年現在世界ランク 35 位と、他国に比べて

遅れをとった状況にある[82]。こうした状況に危機感を覚え、公益社団法人日本工学

アカデミーは、2025 年２月 13 日付で「緊急提言」を発出し、情報学・工学分野にお

ける女性の参画を拡大するために、「女性割合に係る統計データを整備・可視化・公

開する仕組みの構築」「統計データを活用した客観的な調査・評価の実施」などが必

要だと訴えた[83]。 

 今後日本が、デジタル、AI、グリーン等の成長分野で、質・量の両面から世界をリ

ードすることを目指すのであれば、女性研究者を含む新たな優秀な高度専門人材を当

該分野に取り込めるよう、早急に大学の再編等を含む大胆な施策を進めていくことが

不可欠と考えられる。たとえば、教育未来創造会議からの提言にあるように、これま

での学部等の構成を大胆に見直し、学生が複数専攻選択等により、諸外国と同様に、

「文理の枠を超えた学修に取り組むことができる環境」を整えることも方策の一つで

ある[84]。 

② ジェンダード・イノベーション 

ジェンダード・イノベーションとは、性差を科学の重要な要因と捉え、ジェンダー

を軸に研究と科学技術・イノベーションの質の向上を目指す研究開発領域を指す[85]。

2000年代に始まり、欧米を中心に精力的に研究が進められている[86]。ジェンダード・

イノベーションは、性差医療などに代表される生物学的な「性差」（セックス）に着

目した学術分野に留まらず、性差分析の結果を研究・技術開発プロセスに導入するこ

とで、男女が同等に科学技術の恩恵を社会的サービスとして受けられるようにすべき

との考えに基づいている。そしてこれは新たな科学技術・イノベーションの創出にも

つながるとされる。他方、ジェンダード・イノベーションは、社会や文化によって構

築された性別であるジェンダーにより生じる弊害の解決をも含むものである[86]。 

関連の産業として注目を集めているのが「フェムテック」（Female（女性）と

Technology（テクノロジー）を掛け合わせた造語）である[86]。婦人系疾患からライ

フステージに至るまで幅広い領域のテクノロジーがテーマである。フェムテック市場

は、国内外で大きな成長産業として期待されており、2021年に初めて、「骨太の方針」

等の政府決定文書でも明記され、経済産業省も女性が働きやすい社会実現のためにフ

ェムテックの活用を支援している[87]。 

第５次基本計画では、ジェンダーに関わる科学技術・学術の問題点として「男性の

視点で行われてきた研究や開発プロセスを経た研究成果は、女性には必ずしも当ては

まらず、社会に悪影響を及ぼす場合もある」と踏み込んだ表現がなされている[88]。

その代表的な事例が生成 AI である。AI 学習データに潜む現代社会の差別や不公平性

（性差別や人種問題など）が、AI社会において顕在化する傾向がみられ、現在大きな

社会問題となっている。例えば、Google翻訳が医師は男性、看護師は女性など、職業

で性別を決めつけてしまう事例や、Amazon の AI を活用した人材採用システムが女性
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を差別する欠陥を持った事例などが報告されている[89]。問題解決のためには、人間

による機械学習技術への適切な介入が必要になるが、その実行には、女性をはじめ多

様な研究者が AI の開発に関わり、多様な視点でバイアス改善への努力を進めること

が必要である。 

科学技術分野への女性研究者の進出の必要性について、第６期科学的技術・イノベ

ーション基本計画[72]策定当時はジェンダード・イノベーション創出をその理由とし

て取り上げる必要があったかもしれないが、現在、科学技術分野に女性の力を活用す

るという点において異論を唱える人はおらず、ジェンダード・イノベーション関連分

野に留まらず、女性の活躍の場をさらに広げる必要がある。女性、男性、性的マイノ

リティのいずれを問わず、多様な人材が個性を活かしつつ、協力して創造的仕事をす

るのが当たり前の未来社会を目指すべきであろう。女性研究者・技術者が、性別役割

分担に縛られず、そして差別的扱いを受けることなく、その能力を最大限に発揮でき

るような環境が、科学技術・イノベーション分野で早期に実現することが望まれる。 

③ 性差医療 

「2020年提言」において、性差を踏まえた男女の健康支援に関して３つの課題を提

言した（資料②）。その後、2023年６月には「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023」

において、小児・周産期医療を担う国立研究開発法人国立成育医療研究センターに女

性の健康に関するナショナルセンターとしての機能をもたせ、女性の健康に関する研

究の司令塔機能と女性の健康に関わる最新のエビデンスの収集・情報提供を行う仕組

みを構築することが政府決定された[90]。また、同年 12月の「こども未来戦略」にお

いて、プレコンセプションケア(用語⑰）や産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関

する研究等を進め、基礎疾患のある妊産婦や妊娠と薬に関する相談支援を同センター

で進めることが閣議決定され[91]、これらを受けて 2024年 10月に「女性の健康総合

センター」が開所した[92] 。 

   アメリカの NIH女性健康局（Office of Research on Women’s Health：ORWH）で

は、健康と疾病に対するセックスとジェンダーの影響に関するあらゆるデータを収集

し、その調査・研究を推進している。女性のライフステージに応じた疾病予防措置等

に活用するためには、女性特有の疾患だけでなく、すべての疾患領域における生物学

的性（セックス）差と社会的・文化的性（ジェンダー）差の視点に立った基礎・臨床

研究のデータを収集・分析し、日本の性差医学研究を推進する必要があり、それはす

べての国民の健康支援に繋がる可能性がある。従って、女性の健康総合センターにお

いては性差を踏まえた健康と疾病に関わる広範な領域の研究データが収集されるべき

である。 

   しかしながら、すべての領域で性差医学研究を推進し、その成果を疾患の診断、治

療、予防に反映させる責務を「女性の健康総合センター」に担わせるのは不可能であ

る。生物学的性差は性ホルモンや受容体・酵素の発現や代謝の差などに起因するが、

女性ホルモンに心血管系に対する保護作用があることから循環器疾患は最も性差が認

められる領域の一つである。急性心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症率は女性の方が
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低いが、急性心筋梗塞を起こすと女性は合併症を伴うことが多く予後は不良である

[93]。免疫にかかわる複数の遺伝子がＸ染色体上に存在し、免疫応答は女性に強い傾

向があり、膠原病など自己免疫が関係する疾患は女性に多く、女性生殖器以外の癌は

男性に多い傾向にあるが、発癌には喫煙歴や飲酒歴が男性に多いなどジェンダーも影

響しうる。一方、女性は男性より短期間の飲酒でアルコール性肝障害やアルコール性

膵炎を発症しやすい。また、男性更年期障害など男性医学に対する社会的関心も高ま

っている。 

    このような性差に関する研究成果を活かして個別化診療を行うには、医学教育に性

差医療を導入することが必要である。アメリカでは 1995 年に性差医学を医学教育に

導入する重要性が正式に認められたが、標準的なカリキュラムがなく、解剖学的・生

物的性差を教えるのみで、性差医療を実践するための指導が行える大学は未だ少ない

[94]。日本でも医学教育・コア・カリキュラムに横断的な性差医療の項目が加えられ

たが、各大学に教育内容を任せるだけでは、人材も限られており、質の保証された教

育は困難と推測される。アメリカでは複数の機関が協働して 2015 年から５年間で３

回 Sex and Gender Health Education Summitが開催され、性差医療の視点を臨床的

意思決定（clinical decision making）とケアに取り入れるための体系的な教育方法

等について議論を重ねてきた[95]。日本には「女性の健康総合センター」以外に性差

医療に係る機関はないが、関連する複数の学協会をも結集し、医学部における性差医

療の教育システムの構築、さらにはヘルスケアに関わる医療スタッフへの教育を推進

することが望まれる。 

④ セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ  

「2024年 CEDAW最終見解[11]」は、「性と生殖に関する健康と権利」(SRHR :Sexual 

and reproductive health and rights)（用語⑱）に関して、日本政府に二点を勧告し

ている。１）健康（41-42パラグラフ）と２）性教育（37-38パラグラフ）である。１）

については主に三つが指摘されている。(a)刑法と母体保護法の改正（人工妊娠中絶

（以下、中絶）の合法化・非犯罪化及び配偶者同意権の撤廃）、(b)安全な人工妊娠中

絶サービスへのアクセス権の保障（緊急避妊薬を含む）、(c)最高裁違憲決定に従って

性同一性障害特例法（2003年、以下特例法という。）第３条を改正し、被害者に補償

すること。２）については、包括的性教育の導入が勧告されている（38パラグラフ）。 

１)(a)について、日本は世界でも中絶が最も容易にできる国の一つであるが、それ

は SRHRが保障されているからではない。刑法には「自己堕胎罪」(212条)が存続する。

日本ではじめて中絶を合法化した優生保護法（1948-96 年）もその改正法である母体

保護法（1996年成立）も、一定条件を満たした場合に限り、刑法堕胎罪の適用を除外

する（適応規制モデル）という旧タイプの法律である。世界では、1973年のロウ対ウ

エイド判決[96]以降、妊娠初期３ヶ月の中絶を女性の自己決定権として保障する新タ

イプ（期限規制モデル）の法律が増えている。2022年、アメリカではロウ対ウエイド

判決が覆され、州ごとに中絶法制が異なる事態となった。しかし、世界では 60か国以

上の国と地域で中絶が自由化されており、2024年、フランスは中絶の自由を憲法に明
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記した最初の国となった。これに対し、日本の母体保護法は SRHRを保障する条文を持

たず、中絶には配偶者の同意が必要とされる。優生保護法は、「優生上の見地から不

良な子孫の出生を防止すること」（第１条）を目指す差別的な法律であった。2024年

７月、最高裁判所は、優生保護法を憲法 13 条、14 条違反とした[97]。同法により強

制不妊手術を受けた者の数は２万５千人にのぼると推定され、女性が４分の３を占め

る。母体保護法は、生殖を人権として捉える発想に欠ける優生保護法から優生規定を

外したものにとどまり、SRHR 保障の見地は皆無である。旧優生保護法の違憲判決と

「2024 CEDAW最終見解」の勧告を重く受け止め、国際基準に則り、SRHRを保障する方

向で速やかに刑法改正と母体保護法改正が行われるべきである。 

   １）(b)に関しては、日本では避妊薬としてのピルの承認が 1999年まで遅れた結果、

生殖コントロールは男性の協力（コンドーム装着）と中絶に頼るようになった。緊急

避妊薬についても中絶同等の価格が設定されるなど、コンドームが容易・安価に入手

できるのに比し、女性が服用する避妊薬は入手手続きが煩雑で経費が高い。生殖コン

トロールを男性に依存する現状の是正は急務である。 

 １)(c)については、特例法第３条に定める法的性別変更５要件のうち４号生殖不能

要件が最高裁で憲法 14条違反とされた（2023年 10月）[98] 。しかし、その後も法

改正は行われていない。また、４号生殖不能要件と５号外観近似要件は「身体の完全

性」を損なうものであり、あわせて削除が望まれる[99]。 

   ２）に関して、「2024 CEDAW最終見解」のみならず国連子どもの権利委員会（2019

年 2月）も同様に包括的性教育の導入を促す勧告を出している（35パラグラフ） [100]。

日本では、知的障害をもつ子どもたちに等身大の人形を用いて性教育を行っていたこ

とが「過激な性教育」と批判されたいわゆる七生養護学校事件（2003 年）（用語⑲）

がある[101]。「七生養護学校事件」に係る裁判では、原告の同校教諭らの「教育の自

由」が侵害されたとの主張は認めないとする一方、被告の都議らについて、本件養護

学校の性教育への介入・干渉により、教育の自主性を阻害しこれを歪める危険のある

行為と認定し、最高裁で確定した（2013年）。現在、学習指導要領にいわゆる「はど

め規定」（用語⑳）は残っているものの、個別指導や助産師等の外部講師の活用など、

保護者の理解を得ながら発達段階に基づいた性に関する指導が行われている。これを

さらに充実させ、EU 諸国やアジア諸国の例に倣い、子どもの SRHR を守るための包括

的性教育の早期実施が急務である。 

⑤ ジェンダー平等・公正推進が学術全体の振興に資すること、学術の振興が社会全体

のジェンダー平等・公正推進に資すること 

科学技術・イノベーションの発展は、歴史的にそうであったように、社会構造や人々

の暮らす日常を大きく変容する力を持つ。学術界での成果は、社会に還元されるもの

だからである。第５期科学技術基本計画（2016 年 1 月 22 日閣議決定）では、我が国

が目指すべき未来社会として、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させた

システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として

Society 5.0が提唱されたが[102]、予想を超える速度で拡張する生成 AI等 ICTデジ
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タル技術と情報化社会は、我々の生活に様々な恩恵をもたらす一方、人間社会の潜在

的な課題を顕在化させる傾向があることがわかってきた。 

日本学術会議でも、「AIと倫理」との関係について、分野横断的な議論が進められ

ているところであるが[103]、社会の不均衡や差別が AIによって増幅・拡散されると

いう懸念が持たれる中、我々がとるべき行動は、AIの学習モデルの適正化や学習デー

タへのフィルタリング作業だけであろうか。むしろ根本にある社会における不均衡や

差別そのものをなくすことではないだろうか。デジタル社会が不均衡や差別を生んだ

のではなく、元々存在した不均衡や差別が、デジタル社会によってより鮮明に見える

ようになったのである。言い換えると、グローバルに人々がつながるデジタル社会は、

ローカルコミュニティーが何世紀にもわたり潜在的に抱えてきた人間社会の不均衡や

差別を正すきっかけを我々人間に与えてくれたと捉えることもできる。 

ジェンダーと学術との関係についての歴史的な議論は、生物学的あるいは社会的・

文化的な性（セックス/ジェンダー）に直接に関わる分野に限定されてきたが、上述の

AIの事例をはじめ、科学技術・イノベーションと人間との距離が近づくにつれて、理

工系分野においてもジェンダー視点を議論に加える必要性が急激に拡大しつつある。

情報を「可視化」し「共有」することで、早期の問題の解決を図り、人類は真に望む

平等・公平な社会を手に入れ、その豊かな環境で科学技術はさらなる発展を生む。 

Society 5.0 が掲げる「人間中心の社会」とは、便利さの追求だけではなく、こうし

た人間の内面へのアプローチを含むものであると考えたい。 

 このように、セックス/ジェンダー視点を取り入れた学術の振興が、社会全体のジェ

ンダー平等推進に資することは明らかである。他方で、社会のジェンダー平等・公正

が進むことにより、学術分野の意思決定機関や研究組織に女性が多く進出し、より多

様な視点を取り入れた研究によりイノベーションが行われ、学術が益々振興すること

も明らかである。 

 このような視点から、EUの科学技術政策においても、「Horizon 2020」から発展し

た「Horizon Europe」では、ジェンダー平等・包摂性を横断的な原則として位置づけ

ており、研究・イノベーションシステムを通じたジェンダー格差や社会・経済的格差

の根絶を目指している。その一環として、①加盟国・準加盟国の公共団体、研究機関、

公的教育機関による 2022 年までのジェンダー平等計画策定を申請時の必須要件とす

る、②ジェンダーの側面を研究・イノベーションの内容に含めることを必須要件とす

る、③助言委員会、専門家グループ、評価パネルの女性比率 50%を目標とし、ジェン

ダーバランスに注意を払う、プロジェクトに参画する研究者のジェンダーバランスを、

順位付けの基準として考慮する、という３つの取り組みを行っている[104]。 

日本の学術研究の大型プロジェクトや科学研究費補助金等の審査基準においても、

このような取り組みを導入し、学術の振興と社会のジェンダー平等・公正の両方を同

時に推進することが望まれる[105]。 
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＜用語解説＞ 

①女性差別撤廃条約 

女性（女子）差別撤廃条約（Convention on the Elimination of Discrimination against 

Women : CEDAW）は、女性・女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃することを基本理念と

した条約。条約の締約国は、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる

分野における女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置をとること

等が規定されている。なお、政府公式英訳は「女子差別撤廃条約」であるが、「女子」とい

う呼称に伴うジェンダーバイアスに考慮して、ジェンダー研究では一般に「女性」という呼

称を用いる。 

（参考）内閣府男女共同参画局「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（CEDAW）」

http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html 

 

②北京女性会議   

 北京で開かれた世界女性会議の別称。国連による女性をテーマとした国際会議は、北京

会議まで、４回開催された。初回の「メキシコ会議」は、「国際婦人年」（1975年）を契

機にメキシコシティで開催され、「メキシコ宣言」、「世界行動計画」が採択された。２

回目は、「国連婦人の 10年」の中間年である 1980年にコペンハーゲンで開催され（「コ

ペンハーゲン会議」）、女性差別撤廃条約の署名式が行われた。３回目の開催は、最終年

である 1985年にナイロビで行われ（「ナイロビ会議」）、「ナイロビ将来戦略」が採択さ

れた。「北京宣言」及び「行動綱領」が採択された北京会議では、政府間会議には 190か

国が参加、認証を得た 2000の NGOも参加した。この後は、「行動綱領」のフォローアップ

のための会議として、５年ごとに大きな会議が開催されている。 

（参考）World Conferences on Women 

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 

世界女性会議等（内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_women_kaigi/index.html 

 

③男女共同参画社会基本法 

 男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにし

てその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成

に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的として、1999年に制定された法律

である。その推進のために、政府に男女共同参画基本計画の策定を義務付ける。国の計画

を踏まえた男女共同参画計画の策定を、都道府県には義務付け、市町村には努力義務とし

ている。こうした施策の推進体制として、内閣府に男女共同参画会議を置き、基本的かつ

総合的な政策と重要事項の調査審議をすることを定めている。 

（参考）法律／男女共同参画社会基本法（内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/index.html 

http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html
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男女共同参画社会基本法（キーワード・用語解説、公益財団法人日本女性学習財団） 

https://www.jawe2011.jp/keyword/4608 

 

④ジェンダーギャップ指数 

 世界経済フォーラムが2006年から毎年公表する国別のスコア。各国の男女格差を知るため

に、経済・教育・健康・政治の４分野 14 項目について、女性の割合を男性のそれで除して得ら

れる数値であり、０（完全不平等）から１（完全平等）までの値を取る。2025年版では、148か国

中、英国 ４位、ドイツ９位、カナダ 32位、フランス 35位、米国 42位、イタリア 85位であり、日本は

118位と G7の中で圧倒的な最下位となった。 

（参考）Global Gender Gap Report 2025（『グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書 2025 年版』）

（World Economic Forum） 

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/  

 

⑤ジェンダー平等・公正  

 本提言においては、「男女共同参画」という言葉を、可能な部分は「ジェンダー平等・

公正」に置き換える。ジェンダー平等とは、gender equalityの日本語訳だが、内容的に

形式的平等（機会の平等）(formal equality)と捉える考え方と実質的（真の）平等（結果

の平等）(substantive equality)と捉える２つの立場がある。ジェンダー公正は gender 

parityと gender equityの 2つの概念の日本語訳として用いられる。前者は男女の役員比

率を 50：50にするなど、数の上での平等を求める要素が強い。後者は、個々の状況にあわ

せて機会や手段を柔軟に考えていくこと（実質的平等実現のための手段）で、形式的平等

と捉えられたジェンダー平等と対比して用いられることが多い。しかし、国連や世界経済

フォーラム等は、ジェンダー公正をジェンダー平等を実現するための手段と位置づけ、両

者は対立する概念ではなく、あくまで最終目標は実質的な（真の）ジェンダー平等である

としている。 

（参考） 

International Women’s Day: What’s the difference between equity and equality? （World 

Economic Forum） 

https://www.weforum.org/stories/2023/03/equity-equality-women-iwd/ 

CEDAW一般勧告 28（2010年、パラグラフ 22） 

https://digitallibrary.un.org/record/711350?v=pdf 

 

⑥SDGs（Sustainable Development Goals） 

 SDGs（持続可能な開発目標）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の

後継として、2015年 9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標である。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取

り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
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（参考）「SDGsとは？」（外務省） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 

 

⑦女性差別撤廃委員会（CEDAW：Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women） 

 女性差別撤廃条約（用語①）により、条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条

約第 17条に基づき設置された。（1）毎年会合を開き、締約国が提出する報告（同条約の

履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの）を検討すること（会

合はジュネーブの国連欧州本部において年３回開催）、（2）委員会の活動を経済社会理事

会を通じて国連総会に報告すること、（3）締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提

案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと、という３つの機能を果たしている。 

 締約国により選ばれた、徳望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力

を有する 23人の個人資格の専門家により構成されており、委員の国籍（2024年現在）は、

ウガンダ、日本、フランス、バハマ、メキシコ、スリランカ、オランダ、ナイジェリア、

ガーナ、キューバ、イスラエル、レバノン、リトアニア、フィリピン、エストニア、エジ

プト、スペイン、ネパール、トリニダード・トバゴ、アゼルバイジャン、オーストラリア、

ブルガリア、中国となっている。 

（参考）「女子差別撤廃委員会」（内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/iinkai.html 

 

⑧ジェンダー主流化（Gender Mainstreaming） 

 「ジェンダー主流化」とは、あらゆる分野やレベルにおいて、法律やプログラムを含む

政策が異なるジェンダーの人びとにどのような影響を与えるかを評価するという公共政

策の概念である。ジェンダー主流化の概念は、1985年の第３回世界女性会議（ナイロ

ビ会議）で初めて提案され、1995 年の第４回世界女性会議（北京会議）とその成果文書

である「北京行動綱領」で正式に取り上げられた。今日もっともよく引用される定義は、

1997年国連経済社会理事会（ECOSOC）による以下のような定義である。「ジェンダー視点

の主流化とは、法律、政策、事業など、あらゆる分野のすべてのレベルにおける取組みが

及ぼしうる女性と男性への異なる影響を精査するプロセスである。それは、政治、経済、

社会の領域のすべての政策と事業の策定、実施、モニタリング、評価を含むすべてのプロ

セスに、女性と男性の関心事と経験を統合し、女性と男性が平等に恩恵を受け、不平等が

永続しないようにするための戦略である。究極的な目的は、ジェンダー平等の達成である」

（大崎麻子訳）。実務的には、すべての政策課題に対して下の４つのステップを踏んでいくこと

とされる。 

 ①男女別のデータを用いて、男女間の格差を明らかにすること 

 ②格差を縮める、もしくは解消するための戦略を策定すること 

 ③戦略を実行するための資源（資金、人材、情報/知見等）を投入すること 
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 ④戦略の実施状況をモニタリング（監視）し、成果を出すことに対する責任の所在（個人・部署・

組織等）を明らかにしておくこと 

（出典）大崎麻子「ジェンダー主流化の20年（2）～UNDPの経験①～」『共同参画』2018年6月号 

http://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_07.html 

 

⑨女性に対する暴力 

 「女性に対する暴力」（violence against women）は、「性別に基づく暴力行為であっ

て、女性に対して身体的、性的、もしくは心理的な危害または苦痛となる行為、あるいは

そうなる恐れのある行為であり、さらにそのような行為の威嚇、強制もしくはいわれのな

い自由の剥奪をも含み、それらが公的生活で起こるか私的生活で起こるかを問わない」 

[第４８回国連総会「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」、1993］と定義される。 

内閣府男女共同参画局にも「女性に対する暴力専門調査会」が設置され、基本計画で取り

上げている、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、スト

ーカー行為等の各分野を念頭におきつつ、今後の施策のあり方などについて調査検討を行

っている。 

 しかし、本提言における「女性に対する暴力」という言葉は、女性のみが被害者である

という意味ではなく、性的マイノリティを含む広い意味で用いることとする。内容は、「ジ

ェンダーに基づく暴力」（gender-based violence）の意味で使用する。 

（参考）「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」（仮訳、内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/cyukan/sankou-5.html 

「女性に対する暴力の根絶」（内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html 

 

⑩セクシュアル・ハラスメント 

 日本でセクシュアル・ハラスメントが法に初めて規定されたのは、1997年の男女雇用機

会均等法改正時である。それを受けた「事業主職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」の中で、「職場において行われる性的

な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの

（以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。）と、当該性的な言動により労働者

の就業環境が害されるもの（以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。）がある。

なお、職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、「同性に対するものも含まれる」

と定義されている。 

（参考）「職場におけるハラスメントの防止のために（セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・

介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント）」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.htm

l 

 

http://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_07.html
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⑪ジェンダー統計 

 ジェンダー統計とは、社会的・文化的に形成された男女の生活や意識における偏り、格差、

差別を明らかにする統計である。男女平等を実現するには、まずその不平等さを明確にする

ことが必要であり、1975年の国際婦人年に開催されたメキシコ会議において、女性が置かれ

ている差別的状況を把握するための統計の重要性が指摘された。以来、国連統計局や国際婦

人調査訓練研修所（INSTRAW、2010年より「UN Women」に統合）が中心となり、あらゆる分

野におけるジェンダー統計についての研究調査が行われている。第４回世界女性会議「行動

綱領」（1995年）でもその必要性が取り上げられ、女性に関する統計集の作成は、世界各国

で取り組まれつつある。日本でも、女性の置かれている状況を客観的に把握することのでき

る統計情報等の収集・整備・提供を行っていくことが大きな課題となっている。 

（参考） 

ジェンダー統計（キーワード・用語解説、日本女性学習財団） 

https://archive.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000033&mode=detail&catlist=1&onlist=

1&alphlist=1&shlist=1 

内閣府男女共同参画局「ジェンダー統計の観点からの性別欄の基本的な考え方について」（2022年９

月）、https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-seibetsuran/pdf/honbun.pdf 

 

⑫DBS 

 Disclosure and Barring Serviceの略で、英国司法省管轄の犯罪証明管理及び発行シス

テムを指す。子どもに関わる職種（定義：18歳未満の子どもに１日２時間以上接するサー

ビス）で働くことを希望する人は、DBS から発行される犯罪証明書を教育水準局

（Ofsted/office for Standards in Education）に提出することで、初めて就労が可能と

なる。この DBSはイギリスだけでなく、ドイツ・フランス・ニュージーランド・スウェー

デン・フィンランドなどでも取り入れられているという。 

（参考）こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議第４回会議配布資料 

「資料３ イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ス

ウェーデン、フィンランド、韓国における犯罪歴照会制度に関する資料」（令和５年８月 23 日） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/48e0b00d-1267-

40d7-beb0-3bddd1699907/f86e37e9/20230823_councils_kodomokanren-jujisha_48e0b00d_03.pdf 

 

⑬包括的性教育 

 「包括的性教育」は、セクシュアリティ教育（Sexuality Education）とも呼ばれる。か

つての性教育が「性」を身体的特徴や生理学的側面に限定して考える傾向が強かったのに

対して、包括的性教育は、個人の尊厳や他者との関係性を含み、文化的・社会的文脈から

理解すべきとの立場を取る。包括的性教育の三本柱は、「多様性、人権、ジェンダー」であ

る。 

http://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000189&mode=detail&catlist=1&onlist=1&shlist=1
http://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000030&mode=detail&catlist=1&onlist=1&shlist=1
http://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000030&mode=detail&catlist=1&onlist=1&shlist=1
https://archive.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000033&mode=detail&catlist=1&onlist=1&alphlist=1&shlist=1
https://archive.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000033&mode=detail&catlist=1&onlist=1&alphlist=1&shlist=1
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(参考)ユネスコ編、浅井春夫他訳『国際セクシュアリティ教育ガイダンス－科学的根拠に基づいたアプ

ローチ（改訂版）』明石書店、2020年。浅井春夫他編著『「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」活

用ガイド－包括的性教育を教育・福祉・医療・保健の現場で実践するために』明石書店、2023年。 

 

⑭ILOハラスメント禁止条約 

 「仕事の世界における暴力とハラスメント」の問題を扱う初の国際労働基準である。2018

年５～６月の第 107回 ILO総会において第１次討議が、2019年６月の第 108回 ILO総会に

おいて第２次討議が行われ、同年６月 21日に採択された。条約は、「暴力及びハラスメン

ト」について、ジェンダーに基づくものを含み、「一回限りのものであるか反復するもの

であるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済的損害を目的とし、又はこれらの損害

をもたらし、若しくはもたらすおそれのある」一定の容認することができない行動及び慣

行またはこれらの脅威と定義し、加盟国にはその存在を「一切許容しない一般の環境の醸

成」を促進する責任があることに注意を喚起している。そして、仕事の世界における暴力

とハラスメントの防止・撤廃のための包摂的で統合され、ジェンダーに配慮した取り組み

方法を、第三者が関与する場合があることも考慮に入れた上で採用することや、仕事の世

界における暴力とハラスメントを定義し禁止する法令の制定などを通じて、暴力とハラス

メントのない仕事の世界に対する全ての者の権利を尊重、促進、実現することを批准国に

求めている。 

（参考）「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」 

https://www.ilo.org/ja/resource/2019年の暴力及びハラスメント条約（第 190号） 

 

⑮倫理的、法的、社会的課題（ELSI） 

 「倫理的、法的、社会的課題」は、Ethical, Legal and Social Issues であり、これら

の単語の頭文字をとって ELSI（エルシー）とも呼ばれている。新しく科学技術を研究開発

し、社会実装する際に生じうる、技術的課題以外のあらゆる課題を含むものとされている。

アメリカ政府が資金提供したヒトゲノム計画において、この研究がもたらす倫理的、法的、

社会的影響（当時の Iは issuesではなく implicationsだった）について研究する予算を

確保するべきという提案が行われたのが始まりである。日本政府は、2003年からこの課題

に取り組み始め、「第５期科学技術基本計画」（2016〜2020年度）から関連の記述が入り、

「第６期科学技術・イノベーション基本計画」（2021〜2025年度）でも、Society 5.0と

の関連で、研究開発の初期段階からの ELSI対応促進の必要性を説いている。 

（参考）「ELSIとは」（大阪大学社会技術共創研究センター）https://elsi.osaka-u.ac.jp/what_elsi 

第６期科学技術・イノベーション基本計画（内閣府） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html 

 

⑯Society 5.0   

  我が国が目指すべき未来社会の姿であり、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く新たな社会をいう。第
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５期科学技術基本計画（平成 28年 1月 22日閣議決定）において、「サイバー空間とフィ

ジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する

人間中心の社会」として Society 5.0が初めて提唱された。第５期科学技術基本計画で提

示した Society 5.0の概念を具体化し、現実のものとするために、令和３年３月 26日に

閣議決定された第 6 期科学技術・イノベーション基本計画では、我が国が目指すべき

Society 5.0の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保する

とともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」と表現している。 

（参考）「Society5.0」（内閣府）https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/ 

 

⑰プレコンセプションケア 

 国立研究開発法人国立成育医療研究センターは、プレコンセプションケアについて、「将

来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと」であり、

「妊娠を計画している女性だけではなく、すべての妊娠可能年齢の女性にとって大切なケ

ア」であって、これによって「女性やカップルがより健康になること、元気な赤ちゃんを

さずかるチャンスを増やすこと、さらに女性や将来の家族がより健康な生活を送れること」

をめざすとしている。 

 日本政府は、成育基本法が国に策定を義務づける成育医療等基本方針（2023 年３月 22

日閣議決定）において「男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康

管理を促すプレコンセプションケアを推進する」こととし、2024 年 10 月１日に同センタ

ーに開所した「女性の健康総合センター」では、プレコンセプションケアについて全国に

浸透させていくための取り組みや、相談・健診・カウンセリングを実施することとしてい

る。また、「次元の異なる少子化対策の実現に向けて」という副題を持つ「こども未来戦

略」（2023年 12月 22日閣議決定）では、「女性の健康総合センター」においてプレコン

セプションケア提供に関する研究等を進めるものとされた。翌 2024 年６月の「骨太の方

針」では「(1)全世代型社会保障の構築」としてプレコンセプションケアについて５か年戦

略を策定するものとされ、こども家庭庁に設置された「プレコンセプションケアの提供の

あり方に関する検討会」において、2025年５月に「プレコンセプションケア推進５か年計

画」が策定された。 

（参考） 

「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」（2023 年３月 22 日変更）の

ポイント 

https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001076349.pdf 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター、プレコンセプションケアセンター 

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/ 

同、女性の健康総合センター  

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/jyosei/ 

「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 ～性と健康に関する正しい知識の普及に向

けて～」（こども家庭庁） 
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 https://www.cfa.go.jp/councils/preconception-care 

 

⑱セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ（「性と生殖に関する健康と権利」

(SRHR:Sexual and reproductive health and rights) 

「性と生殖に関する健康と権利」(SRHR: Sexual and reproductive health and rights)

には、①性の健康（セクシュアリティに関する身体的・精神的・社会的幸福の状態）、②

性の権利（セクシュアル・ライツ）、③リプロダクティブ・ヘルス（身体的・精神的・社

会的に完全に良好な状態である健康）、④リプロダクティブ・ライツ（生殖の権利）の４

つが含まれる。①と③は WHOによって定義されたもので、②は「性の権利宣言」（1997年、

2014年改訂）の中核をなす人権概念である。同宣言は、「性の権利はセクシュアリティに

関する人権である」と唱えて、LGBTQ+の包括的な人権保障文書として知られるジョグジャ

カルタ原則（2006 年、補遺版の「＋10」は 2017 年）にも影響を与えた。④は第２波フェ

ミニズムの重要な課題とされた。③と④を組み合わせた「リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ＝RHR」を国際人権フレームに組み入れたのが、1994 年のカイロ国際人口開発会議の

成果文書「カイロ行動計画」である。1995年の第４回世界女性会議（北京会議）の成果文

書「北京行動綱領」は、女性の人権として「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ」を唱えた。 

しかし、SRHRは、「生殖の自己決定権」としての「中絶の権利」を含むため、中絶に反

対する勢力から強い批判にさらされ、「ミレニアム開発目標（MDGs）」（2000年～2015年）

には入れられなかった。関係団体の粘り強い努力の成果として、ようやく「持続可能な開

発目標（SDGs）」（2016年～2030年）の第３目標と第５目標に SRHRが組み入れられた。

ただし、ここでも LGBTQ＋の「性の権利」は言及を避けられている。こうした状況を打破

するために、2018年、国際的な専門委員会（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／

ライツに関するグッドマッハー・ランセット委員会）によって、「性と生殖に関する健康

と権利」の包括的な再定義が提案された。包括的な「性と生殖に関する健康と権利」には、

「身体の完全性、プライバシー、および個人の自律性を尊重すること」や「性的指向、性

自認、性表現など、自らのセクシュアリティを自由に定義できること」が明示的に含まれ

る。 

（参考）三成美保（2024）「人権としてのセクシュアリティ――トランスジェンダーの法的性別変更を中

心に」追手門法学創刊号、2024年、89-91頁。東優子「『性同一性障害』とセクシュアル・ライツ」石原

明・大島俊之編著『性同一性障害と法律－論説・資料・Q&A－』晃洋書房、2001年、123-124頁。 
 

⑲いわゆる七生養護学校事件 

 東京都立七生養護学校（現東京都立七生特別支援学校）で知的障害をもつ子どもたちに

性器をつけた等身大の人形を使って性教育を行っていたところ、都議会で「過激な性教育」

とされ（2003年）、性教育が中止となった事件である（2005年提訴）。同件に係る裁判で、

東京地裁は、原告の同校教諭らの「教育の自由」が侵害されたとの主張は認めないとする

一方、被告の都議らが原告を批判し、非難した行為については「本件養護学校の性教育に
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介入・干渉するもので、教育の自主性を歪める危険のある行為」とし、都教委に対しては

「教育内容の適否を短期間で判定するのは容易ではなく、いったん制裁的な取扱いがされ

れば教員を萎縮させて性教育の発展が阻害されかねない」として裁量権の濫用を認定した

（2009年）。東京高裁は、一審を支持して控訴を棄却し（2011年）、最高裁は上告を棄却し

て高裁＝地裁判決が確定した（2013年）。 

（参考）三成美保・笹沼朋子・立石直子・谷田川知恵『ジェンダー法学入門（第 3版）』法律文化社、

2019年、147頁。 

 

⑳はどめ規定 

「はどめ規定」とは、1998年度の学習指導要領改訂で導入され、主に性教育における

性行為や妊娠の経過といった特定のテーマを授業で扱わないように制限するものであ

る。「（…の）事項は扱わないものとする」等と定めるため、「はどめ規定」と呼ばれ

る。現行学習指導要領では、「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」（小学校

５年理科）、「妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受精・妊娠

を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わないものとする」（中学校保健体育）などが

これにあたる。文部科学省は、これらの発展的な内容を教えてはならないという趣旨では

なく、保護者の理解のもとに教育は可能とするが、教育現場での性教育を萎縮させている

とされる。国際社会では、ユネスコが主導する「包括的性教育」（用語解説⑬）が浸透し

ており、日本政府に対しても、国連女性差別撤廃委員会から公教育にその導入が求められ

ている（2024年）。また日本でも、専門家による団体によって、新学習指導要領の改訂

（2026年 12月の中教審答申が事実上の最終結論）に向けて、「はどめ規定」撤廃が求め

られている（2025年６月）。 

（参考）文部科学省 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/003/gijiroku/08090901/004.htm 

一般社団法人"人間と性"教育研究協議会(性教協)幹事会「いわゆる「はどめ規定」に関する性教協の見

解」（2025年６月 14日）https://www.seikyokyo.org/text/opinion/index.html 

 

  

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/003/gijiroku/08090901/004.htm
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https://www.ncchd.go.jp/news/2024/1001.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2024/1001.html
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2022.0222?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2022.0222?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93159.pdf
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[99]日本学術会議法学委員会社会と教育における LGBTIの権利保障分科会、 提言「性的マ

イノリティの権利保障をめざして（Ⅱ）―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法

整備に向けて－」、2020年 9月 23日 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf 

[100]国連 児童の権利委員会、「日本の第 4回・第 5回政府報告に関する総括所見」（仮

訳）、2019年３月５日 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf 

[101]三成美保・笹沼朋子・立石直子・谷田川知恵『ジェンダー法学入門（第 3版）』法律

文化社、2019年、147頁 

[102]内閣府、 第５期科学技術基本計画、平成 28年１月 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf 

[103]「特集：AIと倫理問題」、『学術の動向１』第 29巻第１号、通巻第 328号、pp.1-

9、2024年、『学術の動向』編集委員会 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tits/29/1/_contents/-char/ja、 

日本学術会議情報学委員会、「提言 生成 AIを受容・活用する社会の実現に向けて」2025

年 2月 27日 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-26-t381.pdf 

[104]国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター、『海外調査報告書 EU

の研究・ イノベーション枠組み プログラム Horizon Europe』、2021 年 12 月 

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/OR/CRDS-FY2021-OR-02.pdf 

[105]「科学技術政策とジェンダー視点」、『学術の動向１』第 30巻第１号、2025年、pp.11-

83、『学術の動向』編集委員会 

※WEB情報の最終閲覧日は、とくに断らない限り 2025年 10月 5日である。 

 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tits/29/1/_contents/-char/ja
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＜参考図表＞ 

図表①「専業主婦世帯と共働き世帯 1980年～2023年」 

  

（出典）「早わかり グラフでみる長期労働統計」（独立行政法人 労働政策研究・研修機構） 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html 

 

図表②「妻の就業時間別共働き世帯数の推移」 

 

（出典）『令和２年版男女共同参画白書』 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-12.html 

  

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-12.html
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図表③「夫婦の家事・育児・介護時間と仕事等時間の推移」（1986年〜2016年） 

 

（出典）『令和２年版男女共同参画白書』 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-02.html 

 

図表④「男女別に見た生活時間（週全体平均）（1日当たり，国際比較）」 

 

（出典）『令和２年版男女共同参画白書』 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-c01-01.html 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-02.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-c01-01.html
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図表⑤「睡眠時間の国際比較（男女別・15～64歳）」 

 

（出典）『令和６年版男女共同参画白書』 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-30.html 

 

図表⑥ 「大学(学部)への進学率(過年度高卒者等を含む、1954年〜2024年；%）」 

 

（出典）学校基本調査 

表番号４／総括表「進学率（昭和２３年～）」（短期大学を含まない） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000031852304 

61.9% 

56.2% 

計 59.1% 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-30.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-30.html
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図表⑦「大学に在籍する学生数と男女別割合（2020〜2024年度）」 

 

（出典）学校基本調査 

表番号 1／総括「高等教育機関 学校調査 総括」 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040230289 

 

図表⑧ 「医学部医学科合格者男女比（2013〜2024年）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）2013年度から 2018年度は「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査の結

果速報について」（文部科学省）より

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/10/14

09128_002_1.pdf 

2019年度以降は「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る調査について」（文部科学

省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1409128.htm 
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図表⑨ 「医学会・医学部における役職別男女の割合」 

 
 

（出典）医学系学会：一般社団法人日本医学会連合ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進委員会

「男女共同参画など多様な背景を持つ会員の学術活動への参画と今後の支援方策に関する調査報告

書」、2024年１月、p.12 

https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/303/20240131171354.pdf 

 

（出典）医学部医学科：全国ダイバーシティネットワーク「【2019年 2月〜6月実施】全国大学・

研究機関における男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査」、2020年、

p.85  

https://opened.network/wp-content/uploads/2020/09/result01.pdf 
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全委員会委員

男女共同参画等委員

編集委員
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評議員・代議員

理事・幹事

理事長

⑨−１ 医学系学会役員・委員（性別）
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0 20 40 60 80 100

非常勤医師
その他常勤医師
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講師
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⑨−２ 医学部医学科医師（性別）

男性 女性

13.3% 

1.0% 

8.5% 

12.3% 

8.2% 

12.2% 

59.7% 

9.8% 

13.6% 

26.9% 

3.5% 

4.9% 

35.1% 

35.4% 

https://opened.network/wp-content/uploads/2020/09/result01.pdf
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図表⑩「大学の研究者の採用に占める女性の割合の推移（学部ごと）」 

 
（出典）『令和6年 男女共同参画白書』

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo04-03.html 

 

  

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo04-03.html
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＜参考資料＞ 

資料① 男女共同参画・ジェンダー平等推進を課題とする日本学術会議の審議体制（第 26

期） 

■提言案の審議・作成を担当した分科会 

⧠提言案を回覧した分科会 

 

機能別委員会 

■「科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会」 

 ■「第６次男女共同参画基本計画小分科会」 

 ⧠「包括的反差別法小分科会」 

 

部会 

第一部（人文・社会科学） 

 ■「第一部総合ジェンダー分科会」 

第二部（生命科学） 

 ■「第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会」 

第三部（理学・工学） 

 ■「第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会」 

 

分野別委員会 

・社会学委員会 

 ⧠「ジェンダー・世代等の交差と包摂分科会」 

・史学委員会 

 ⧠「ジェンダー史学の知見と方法の社会実装分科会」 

・法学委員会 

 ⧠「ジェンダー法分科会」 

 ⧠「社会と教育における LGBTIの権利保障分科会」－「包括的反差別法検討小委員会」 

 ⧠「「新たな人権の研究」分科会」 

 ⧠「生殖補助医療と法分科会」 

・政治学委員会 

 ⧠「民主主義の深化と退行に関する比較政治分科会」 

⧠「女性の政治参画小委員会」 

・経済学委員会 

 ⧠「ワークライフバランス研究分科会」 
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資料② 日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会、第一部総合ジェンダー分科会、

第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会、第三部理工学ジェンダー・ダイバー

シティ分科会、提言「社会と学術における男女共同参画の実現を目指して―2030年に向け

た課題―」、令和２年（2020年）９月 29日 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t298-6.pdf 

 

（２）「人生 100 年時代」における性差をふまえた男女の健康支援 

 徐々に性ホルモンが低下する男性とは異なり、女性は閉経とともにエストロゲンの機能

が急激に失われるため、性成熟期、更年期、老年期と心身の健康状態が大きく変化する。

したがって、男女ともに各ライフステージで健康な生活が送れるように、生涯を通じて性

差をふまえた健康支援を行う必要がある。以下三つの課題を提言したい。 

 第一に、学童期からの知識・情報の提供体制を構築し、健康寿命を延ばすべきである。

長寿社会を迎え、健康な老年期に備える対策は急務である。2016 年の時点で 65 歳 の男

女の不健康期間はそれぞれ 5.46 年と 8.23 年であり、平均要介護期間は 1.67 年と 

3.47 年である[54]。65 歳以上の要介護者等で介護が必要となった原因の第 1 位は男性

が脳血管障害であるのに対して、女性はその他を除くと認知症、次いで骨折・転倒である

[55]。男性の肥満者は 40 歳代で最も多く、女性は 70 歳以上が最多であり、30〜40 歳

代男性の喫煙率は約 40%と最も多く[55]、この年代からの生活習慣の改善が老年期の脳血

管障害の予防には不可欠と考えられる。アルツハイマー型認知症のリスク因子は抑うつ、

身体活動の低下が挙げられており[56]、更年期からの備えが重要である。また、女性の骨

密度は 18 歳頃に最大となり[57]、閉経後に急激に減少するが、最大骨密度を高くしてお

くことが骨粗鬆症の予防に繋がる。一方、次世代への健康問題にも関わる「プレコンセプ

ションケア」（用語⑲）[58]も若い男女に不可欠である。したがって、生涯に渡り健康を

維持するために、学校、家庭、地域、職場などにおける健康教育や知識・情報の普及・啓

発、相談体制の整備などに取り組む必要がある。 

 第二に、妊娠を生活習慣病の予防的介入を行う機会と位置付けるべきである。妊娠は将

来の病気に対する負荷試験であると言われる[59]。妊娠糖尿病は糖尿病を発症するリスク

がきわめて高く[60]、妊娠高血圧症候群は高血圧、脳血管障害、心血管障害のリスク因子

であり[61]、子癇前症は末期腎不全の発症リスク因子であると報告されている[62]。出産

後はリスクに基づいて内科医のもとで経過観察や予防的介入を行う、定期的に検診を受け

るなどの対策を講じて健康な生活に繋げる必要がある。 

第三に、性差を踏まえた男女の健康支援に資する調査・研究を推進すべきである。ア

メリカでは、地域における女性医療の研究・診療・教育啓発を行う「（国立の）女性健康

センター（National Center of Excellence in Women’s Health）」が国内各地の大学医

学部に設置されている。ドイツでは「ベルリン性差医学研究所」（Charite 

University）、スウェーデンでは「性差医学センター」（Karolinska Institute）が設立

され、「性差医学」の研究をリードしている[63]。男女の健康支援には科学的根拠に基づ

く施策が必要であり、そのためには我が国においても性差を踏まえた前向き疫学調査など
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健康情報の収集・分析を行うセンターを設置し、研究成果を各ライフステージに応じた疾

病予防措置等に繋げる体制を構築する必要がある。（pp.13、文献は省略） 
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＜審議経過＞ 

・科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会 

第１回（令和６年３月18日）第６次男女共同参画基本計画小分科会の設置を決定 

第７回（令和７年１月26日）提言申出書の承認 

第８回（令和７年２月21日）提言案の検討 

第９回（令和７年４月９日）提言案承認 

 

・同分科会第６次男女共同参画基本計画小分科会 

第１回（令和６年８月14日） 第６次男女共同参画基本計画に向けた提言発出の承認 

第２回（令和６年10月６日） 第６次男女共同参画基本計画に向けた提言について議論 

 

・第一部総合ジェンダー分科会 

第２回（令和６年９月22日） 第６次男女共同参画基本計画に向けた提言発出の承認 

第３回（令和７年１月26日） 提言申出書の承認 

第４回（令和７年４月15日～４月24日、メール審議）提言案承認 

 

・第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会 

第１回（令和６年９月３日）第６次男女共同参画基本計画に向けた提言への協力承認 

第４回（令和７年１月８日～ 1 月18日、メール審議）提言申出書の承認 

第５回（令和７年４月14日）提言案承認 

 

・第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会 

第２回（令和６年７月25日）第６次男女共同参画基本計画に向けた提言への協力承認 

第４回（令和６年10月22日）第６次男女共同参画基本計画に向けた提言について議論 

第５回（令和７年１月15日～１月23日、メール審議）提言申出書の承認  

第６回（令和７年４月15日～４月24日、メール審議）提言案承認 
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＜シンポジウム＞ 

① 公開シンポジウム「ジェンダー・エクイティへの取り組み～ナショナルセンターの役割

と将来への期待～」 
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② 公開シンポジウム「第 6次男女共同参画基本計画に向けた日本学術会議の期待」 

 

2025年度（令和７年度）に第６次男女共同参画基本計画が策定される予定です。日本学術会議は、従
来も第４次、第５次男女共同参画基本計画に向けた提言を発出してきています。本公開シンポジウムでは、
日本社会のジェンダー・エクイティ推進のために、第６次男女共同参画基本計画において取り上げるべき
重大問題について、広い関係者で情報を共有し、提言作成につながるような議論を行います。

日時：令和６年（2024年） 12月22日（日）13：30 ～ 17：00

13:30～13:35 開催挨拶 髙橋裕子
（日本学術会議第一部会員、ジェンダー・エクイティ分科会委員長、津田塾大学学長）

13:35～13:40 来賓挨拶
内閣府男女共同参画局 岡田恵子局長

13:40～14:10 基調講演「男女共同参画への政策構築に向けた日本学術会議の役割とは？：
第６次男女共同参画基本計画に向けて」
白波瀬佐和子（日本学術会議第一部会員、社会学委員会ジェンダー・世代等の交差と包摂分科

会委員長、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授）
14:10～14:40 講演１「STEM分野の女性教員、女子学生・院生増加のための施策とその
課題」
玉田 薫（日本学術会第三部会員、第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会委員長、
九州大学主幹教授・副学長）
休憩10分
14:50～15:20 講演２「性差医療と医学分野のジェンダー・エクイティ」
名越澄子（日本学術会議連携会員、埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科教授）

15:20～15:50 講演３「包括的反差別法の定義と意義——性的複合差別・性的少数者差別の
解消のために」
木村草太（日本学術会議連携会員、ジェンダー・エクイティ分科会包括的反差別法小分科会

委員長、東京都立大学政治学研究科・法学部教授）
休憩10分
16:00～16:55 会場との対話・全体総括
（ファシリテーター）
三成美保（日本学術会議連携会員、追手門学院大学教授・奈良女子大学名誉教授）
島岡まな（日本学術会議第一部会員、ジェンダー・エクイティ分科会第６次男女共同参画基本

計画小分科会委員長、大阪大学大学院法学研究科教授・副学長）
16：55～17:00 閉会挨拶
森 初果（日本学術会議第三部会員、東京大学物性研究所教授）

日本学術会議公開シンポジウム
第6次男女共同参画基本計画に向けた日本学術会議の期待

参加申し込み：事前に下記URLあるいは右記QRコードより、12/19(木)まで
ご登録下さい。
https://forms.gle/5sKABR7wS38772Mk9
主催：日本学術会議科学者委員会ジェンダー・エクイティ分科会、 第一部総合
ジェンダー分科会、第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会、 第三
部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会、史学委員会ジェンダー史学の知
見と方法の社会実装分科会、法学委員会ジェンダー法分科会
問い合わせ先：島岡まな mana.s.law@osaka-u.ac.jp

オンライン開催 参加費無料 要事前登録

参加登録はこちら

12/19(木)〆切
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